
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

 

令和７年９月３０日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当 

ページ 

（改正後） 

改正箇所 現行 改正 

１ P.２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２ 

第２章 制度の概

要 

第１節 基本方針

等の策定 

第１ 基本方針 

○１つ目 

 

 

 

 

 

○２つ目 

○ 政府は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政

令第３１９号。以下「法」という。）第２条の３第１

講に基づき、特定技能の在留資格に係る制度の適正

な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度

の運用に関する基本方針について」（平成３０年１２

月２５日閣議決定。以下「基本方針」という。）を策

定しています。  

 

 

 

 

○ 基本方針には、①特定技能の在留資格に係る制度

の意義に関する事項、②人材を確保することが困難

な状況にあるため外国人により不足する人材の確保

を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項、③

○ 政府は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政

令第３１９号。以下「法」という。）第２条の３第１

項及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労

外国人の保護に関する法律（平成２８年法律第８９

号）第７条第１項の規定に基づき、特定技能の在留資

格に係る制度の適正な運用を図るため、「特定技能の

在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育

成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関

する基本方針について」（令和７年３月１１日閣議決

定。以下「基本方針」という。）を策定しています。 

 

○ 基本方針には、①特定技能の在留資格に係る制度

の意義に関する事項、②特定産業分野及び育成就労

産業分野に関する基本的な事項等、③当該産業上の

分野において求められる人材に関する基本的な事



当該産業上の分野において求められる人材に関する

基本的な事項、④特定技能の在留資格に係る制度の

運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基

本的な事項、⑤特定技能の在留資格に係る制度の運

用に関するその他の重要事項が定められています。  

項、④特定技能所属機関に係る施策並びに育成就労

の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため

の施策に関する基本的な事項、⑤特定技能制度及び

育成就労制度の運用に関する関係行政機関の事務の

調整に関する基本的な事項、⑥特定技能制度及び育

成就労制度の運用に関するその他の重要事項が定め

られています。  

２ P.７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 特定技能

外国人受入れ手続

の流れ 

○６つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 入管法施行規則が改正されたことに伴い、これま

で在留諸申請時に提出を求めていた特定技能所属機

関の適格性に関する次の書類（以下「適格性書類」と

いう。）は、令和７年４月１日以降は、１年に１度の

頻度で提出する定期届出「特定技能外国人の受入れ・

活動・支援実施状況に係る届出」（第７章第６節）の

添付書類となります。同日以前から特定技能外国人

の受入れを継続している機関は、原則として、在留諸

申請において適格性書類の提出は不要です。  

 

（特定技能所属機関の適格性に関する書類）  

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号）  

・登記事項証明書  

・業務執行に関与する役員の住民票の写し  

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式

第１－２３号）  

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料  

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料  

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料  

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資料  

○ これまで在留諸申請時に提出を求めていた次の特   

定技能所属機関の適格性に関する書類（以下「適格性

書類」という。）等は、令和７年４月１日以降は、一

定の基準を満たす場合、提出を省略することが可能

です（適格性書類については、１年に１度の頻度で提

出する定期届出「特定技能外国人の受入れ・活動・支

援実施状況に係る届出」（第７章第６節）の添付書類

として提出することになります。）。 

 

（特定技能所属機関の適格性に関する書類（適格性書

類）） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員の住民票の写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式

第１－２３号） 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○７つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第

１－４号）  

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

 

 

○ ただし、令和７年４月１日以降に新たに特定技能

外国人の受入れを開始する場合には、従前どおり、在

留諸申請時に適格性書類等の提出が必要です。この

場合であっても、同年度に複数の特定技能外国人の

受入れをしようとする場合には、次年度以降は「特定

技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届

出」で適格性書類を提出することになるため、在留諸

申請時の提出は不要となります。 

 

○ 在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出

で行い、かつ一定の事業規模があり、適正な受入れを

行うことが見込まれる機関等については、「特定技能

外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」を

提出する際に必要となる適格性書類の提出を省略す

ることが可能です。  

  なお、適格性書類の提出を省略する場合であって

も、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を

求められた場合は提出する必要があることに留意願

います。 

 

 

 

 

（適格性書類のほか提出の省略を認める書類） 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第

１－４号） 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一定の基準とは、（１）同一年度内に既に特定技能

外国人を受け入れていること、又は（２）①過去３年

間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けてお

らず、②在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電

子届出で行い、かつ③一定の実績があり、適正な受入

れを行うことが見込まれる機関であることです。 

一定の実績があり、適正な受入れを行うことが見

込まれる機関とは、次の①から⑥までのいずれかに

該当する機関です。詳細は、出入国在留管理庁ホー

ムページを御参照ください。 

 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 定期届出において適格性書類の提出の省略を認め

る機関は次のとおりですが、詳細は、出入国在留管理

庁ホームページを御参照ください。  

（対象となる機関）  

過去３年間に指導勧告書の交付を受けていない機

関であって、在留諸申請をオンライン申請、各届出

を電子届出で行い（※）、かつ次の①から⑥のいずれ

かに該当する機関  

※ 令和８年４月１日以降に提出する定期届出にお

いては、オンライン申請及び電子届出を行うこと

が適格性書類の提出の省略が認められる必須要件

算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーショ

ン創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合

計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収

税額が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受入

れ実績を有し、過去３年間に債務超過となってい

ない法人 

 

 なお、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子

届出で行うためには、事前の利用者登録が必要です。 

また、適格性書類等の提出を省略する場合であって

も、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求

められた場合は提出する必要があることに留意願いま

す。 

 

（削除） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となりますので、省略を希望される場合には、オ

ンライン申請及び電子届出の利用者登録を行って

ください。  

 

① 日本の証券取引所に上場している企業  

② 保険業を営む相互会社  

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加

算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーショ

ン創出企業）  

④ 一定の条件を満たす企業等  

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合

計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収

税額が１，０００万円以上ある団体・個人  

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受入

れ実績を有し、過去３年間に債務超過となってい

ない法人 

３ P.１０ 

 

 

 

 

 

P.１０ 

 

 

 

 

 

第３章 在留資格

「特定技能」 

第１節 「特定技

能１号」 

○４つ目 

 

【指定内容】 

 

 

 

 

 

○ １号特定技能外国人について、在留が許可される

場合には、在留期間として、１年を超えない範囲内で

法務大臣が個々に指定する期間が付与されます。 

 

 

 

【指定内容】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄第１号の規定に基づき、同号に定める

活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産

業分野を次のとおり指定します。 

 

○ １号特定技能外国人について、在留が許可される

場合には、在留期間として、３年を超えない範囲内で

法務大臣が個々に指定する期間が付与されます。 

 

 

 

【指定内容】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄第１号の規定に基づき、同号に定める

活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産

業分野を次のとおり指定します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本邦の公私の機関 

氏名又は名称  ○○○○株式会社 

住    所  ○○県○○市○○町１－１ 

・特定産業分野   ○○ 

（複数の分野を指定する場合）主たる分野：○○、従た

る分野：○○ 

・本邦の公私の機関 

氏名又は名称  ○○○○株式会社 

住    所  ○○県○○市○○町１－１ 

・特定産業分野   ○○ 

（複数の特定産業分野を指定する場合） 

・特定産業分野   ○○、○○、○○ 

４ P.１２ 

 

 

 

P.１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１２ 

 

 

第２節 「特定技

能２号」 

○５つ目 

 

【指定内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○４つ目 

○ ２号特定技能外国人について、在留が許可される

場合には、在留期間として、３年、１年又は６月の在

留期間が付与されます。 

 

【指定内容】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄第２号の規定に基づき、同号に定める

活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産

業分野を次のとおり指定します。 

 

・本邦の公私の機関 

氏名又は名称  ○○○○株式会社 

住    所  ○○県○○市○○町１－１ 

・特定産業分野   ○○ 

（複数の分野を指定する場合）主たる分野：○○、従た

る分野：○○ 

 

【留意事項】 

○ 「特定技能２号」での受入れができる分野は、分野

省令において、「介護分野」、「自動車運送業分野」、

「鉄道分野」、「林業分野」及び「木材産業分野」を除

く１１分野となっています（令和６年９月３０日時

○ ２号特定技能外国人について、在留が許可される

場合には、在留期間として、３年、２年、１年又は６

月の在留期間が付与されます。 

 

【指定内容】 

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄第２号の規定に基づき、同号に定める

活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産

業分野を次のとおり指定します。 

 

・本邦の公私の機関 

氏名又は名称  ○○○○株式会社 

住    所  ○○県○○市○○町１－１ 

（複数の特定産業分野を指定する場合） 

・特定産業分野   ○○、○○、○○ 

 

 

【留意事項】 

○ 「特定技能２号」での受入れができる分野は、分野

省令において、「介護分野」、「自動車運送業分野」、

「鉄道分野」、「林業分野」及び「木材産業分野」を除

く１１分野となっています（令和７年９月３０日時



点）。 点）。 

５ P.１５ 
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第４章 特定技能

外国人に関する基

準 

第１節 「特定技

能１号」 

（２）健康状態に

関するもの 

【留意事項】 

○３つ目 

 

（３）技能水準に

関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ また、提出する立証資料が健康診断個人票（参考様

式第１－３号）と異なる形式でも構いませんが、検診

項目としては、少なくとも、健康診断個人票（参考様

式第１－３号）に記載した健康診断項目を検診し、

「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師

の署名があることが求められます。 

 

 

 

【確認対象の書類】 

＜試験その他の評価方法により技能水準を証明する場

合＞ 

・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写

し 

＊詳細は本要領別紙４及び本要領別冊（分野別）

を参照してください。 

・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技

能水準を満たすことを証明する資料 

＊分野別運用方針において、試験以外の評価方法

を採用している場合 

＜技能実習２号を良好に修了した者であること等を証

明する場合＞ 

・技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験

（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

＊技能検定等に合格している場合 

＊提出を省略できる場合あり（【留意事項】を参照） 

【留意事項】 

○ また、提出する立証資料が健康診断個人票（参考様

式第１－３号）と異なる形式でも構いませんが、少な

くとも健康診断個人票（参考様式第１－３号）に記載

した健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活

動を行うことについて」医師の署名があることが求

められます。 

 

 

 

【確認対象の書類】 

＜試験その他の評価方法により技能水準を証明する場

合＞ 

・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写

し 

＊詳細は本要領別冊（分野別）を参照してくださ

い。 

・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技

能水準を満たすことを証明する資料 

＊分野別運用方針において、試験以外の評価方法

を採用している場合 

＜技能実習２号を良好に修了した者であること等を証

明する場合＞ 

・技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験

（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

＊技能検定等に合格している場合 

＊提出を省略できる場合あり（【留意事項】を参照） 



 

 

 

 

P.１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１８ 

 

 

 

 

P.２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○７つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○８つ目 

 

 

 

 

（４）日本語能力

に関するもの 

○３つ目 

 

 

 

 

・技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊技能検定等に合格していない場合 

＊提出を省略できる場合あり（【留意事項】を参照） 

 

【留意事項】 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等の

事情により技能実習計画に定めた技能検定又は技能

実習評価試験の受検ができず次の段階の技能実習を

行うことができないために所属している実習実施者

において引き続き業務に従事しながら当該検定等の

受検を目的として在留資格「特定活動」で活動した場

合などのように、当該活動が技能実習と実質的に同

一であるものとしてと取り扱われたときは、当該活

動に係る期間は技能実習を行った期間と取り扱いま

す。 

 

○ 「特定技能１号」の活動として従事する業務と技能

実習２号との関連性については、分野別運用方針に

おいて定められています（詳細は本要領別紙４及び

本要領別冊（分野別）を参照）。 

 

○ なお、技能実習２号を良好に修了している場合は、

原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類に

かかわらず、日本語能力水準について試験その他の

評価方法による証明は要しないこととされています

（Ｎ４レベルの試験免除）。ただし、介護分野におい

て証明を求めることとしている介護日本語評価試験

の合格については、介護職種・介護作業の技能実習２

・技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊技能検定等に合格していない場合 

＊提出を省略できる場合あり（【留意事項】を参照） 

 

【留意事項】 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等の

事情により技能実習計画に定めた技能検定又は技能

実習評価試験の受検ができず次の段階の技能実習を

行うことができないために所属している実習実施者

において引き続き業務に従事しながら当該検定等の

受検を目的として在留資格「特定活動」で活動した場

合などのように、当該活動が技能実習と実質的に同

一であるものとして取り扱われたときは、当該活動

に係る期間は技能実習を行った期間と取り扱いま

す。 

 

○ 「特定技能１号」の活動として従事する業務と技能

実習２号との関連性については、分野別運用方針に

おいて定められています（詳細は本要領別冊（分野

別）を参照）。 

 

○ なお、技能実習２号を良好に修了している場合は、

原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類に

かかわらず、日本語能力水準について試験その他の

評価方法による証明は要しないこととされています

（Ｎ４レベルの試験免除）。ただし、介護分野におい

て証明を求めることとしている介護日本語評価試験

の合格については、介護職種・介護作業の技能実習２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２１ 

 

 

 

 

P.２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○５つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○６つ目 

 

 

 

 

（６）通算在留期

間に関するもの 

号を良好に修了した者を除き、試験免除されないこ

とに留意願います（詳細は本要領別冊-介護分野の基

準について-を参照願います。）。また、自動車運送業

分野（タクシー運転者、バス運転者に限る。）及び鉄

道分野（運輸係員に限る。）については、Ｎ３レベル

の日本語能力が必要となるため、技能実習２号を良

好に修了している場合にも試験その他の評価方法に

よる証明を要することに留意願います。 

 

【留意事項】  

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等の

事情により技能実習計画に定めた技能検定又は技能

実習評価試験の受検ができず次の段階の技能実習を

行うことができないために所属している実習実施者

において引き続き業務に従事しながら当該検定等の

受検を目的として在留資格「特定活動」で活動した場

合などのように、当該活動が技能実習と実質的に同

一であるものとしてと取り扱われたときは、当該活

動に係る期間は技能実習を行った期間と取り扱いま

す。 

 

○ 「特定技能１号」の活動として従事する業務と技能

実習２号との関連性については、分野別運用方針に

おいて定められています（詳細は、本要領別紙４及び

本要領別冊（分野別）を参照）。 

 

【関係規定】  

上陸基準省令（特定技能１号） 

号を良好に修了した者を除き、試験免除されないこ

とに留意願います（詳細は本要領別冊-介護分野の基

準について-を参照願います。）。また、自動車運送業

分野（タクシー運転者、バス運転者に限る。）及び鉄

道分野（運輸係員に限る。）については、Ｎ３レベル

の日本語能力が必要となるため、技能実習２号を良

好に修了している場合であっても、試験その他の評

価方法による証明を要することに留意願います。 

 

【留意事項】 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等の

事情により技能実習計画に定めた技能検定又は技能

実習評価試験の受検ができず次の段階の技能実習を

行うことができないために所属している実習実施者

において引き続き業務に従事しながら当該検定等の

受検を目的として在留資格「特定活動」で活動した場

合などのように、当該活動が技能実習と実質的に同

一であるものとして取り扱われたときは、当該活動

に係る期間は技能実習を行った期間と取り扱いま

す。 

 

○ 「特定技能１号」の活動として従事する業務と技能

実習２号との関連性については、分野別運用方針に

おいて定められています（詳細は、本要領別冊（分野

別）を参照）。 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２３ 

 

 

 

 

P.２３ 

【関係規定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

○３つ目 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。た

だし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法

律第８９号）第２条第２項第２号に規定する第２

号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規

定する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良

好に修了している者であり、かつ、当該修了してい

る技能実習において修得した技能が、従事しよう

とする業務において要する技能と関連性が認めら

れる場合にあっては、ハ及びニに該当することを

要しない。 

へ 特定技能（法別表第１の２の表の特定技能の

項の下欄第１号に係るものに限る。）の在留資格

をもって本邦に在留したことがある者にあって

は、当該在留資格をもって在留した期間が通算

して５年に達していないこと。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。た

だし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法

律第８９号）第２条第２項第２号に規定する第２

号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規

定する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良

好に修了している者であり、かつ、当該修了してい

る技能実習において修得した技能が、従事しよう

とする業務において要する技能と関連性が認めら

れる場合にあっては、ハ及びニに該当することを

要しない。 

へ 特定技能（法別表第１の２の表の特定技能の

項の下欄第１号に係るものに限る。）の在留資格

をもって本邦に在留したことがある者にあって

は、当該在留資格をもって在留した期間（妊娠、

出産、育児その他のやむを得ない事情により業

務に従事することができなかった期間を除く。）

が通算して５年（当該在留資格をもって５年を

超えて在留することについて相当の理由がある

と認められる場合にあっては、６年）に達して

いないこと。 

 

○ ただし、妊娠・出産・育児を理由として１号特定技

能外国人としての活動が行えない休業期間について

は、当該休業期間が疎明資料から認められる場合に

限り、５年の通算在留期間には含めません。 

 

○ また、「その他のやむを得ない事情」として、病気・



 

 

 

 

 

P.２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○４つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○２つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 次の場合は通算在留期間に含まれます。  

・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇

期間  

・労災による休暇期間  

・再入国許可による出国（みなし再入国許可による

出国を含む。）による出国期間  

・「特定技能１号」を有する者が行った在留期間更新

許可申請又は在留資格変更許可申請中（転職を行う

ためのものに限る。）の特例期間  

・特例措置として「特定技能１号」への移行準備の

ために就労活動を認める「特定活動」で在留してい

た期間 

 

怪我（労災を含む。）を理由として１号特定技能外国

人としての活動が行えない休業期間についても、当

該休業期間が疎明資料から認められる場合に限り、

５年の通算在留期間には含めません。 

 

○ このほか、「特定技能２号」で従事しようとする業

務に必要な熟練した技能を有していることを評価す

る試験（以下「特定技能２号評価試験等」という。）

に不合格となった１号特定技能外国人のうち、一定

の要件を満たすものについては、当分の間、「５年を

超えて在留することについて相当の理由があると認

められる場合」に該当するとして、通算在留期間が６

年となります。 

 

【留意事項】 

○ 次の場合は通算在留期間に含まれます。 

・失業中の期間 

・再入国許可による出国（みなし再入国許可による

出国を含む。）の出国期間（産前産後休業期間・育児

休業期間及び病気・怪我による休業期間における出

国期間を除く。）  

・「特定技能１号」を有する者が行った在留資格変更

許可申請又は在留期間更新許可申請中の特例期間 

・特例措置として「特定技能１号」への移行準備の

ために就労活動を認める「特定活動」で在留してい

た期間 

 

 



P.２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ただし、次の場合は通算在留期間に含まれません。  

 ・再入国許可により出国（みなし再入国許可による出

国を含む。）したものの、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などに

より再入国することができなかった期間  

この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関

する申立書（参考様式第１－２８号）を提出いただ

くことにより、その事情を考慮して通算在留期間に

含めない取扱いとします。  

・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ

機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化（倒産、

人員整理、雇止め、採用内定の取消し等）等により、

自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関にお

いて活動することができなくなり現在の在留資格で

本邦に引き続き在留することが困難となった外国

人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習

生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が

困難となった外国人の本邦での雇用を維持するた

め、特定産業分野において、特定技能の業務に必要

な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で

在留した期間 

 

 

 

 

 

 

○ ただし、次の期間は通算在留期間に含まれません。 

 ・再入国許可により出国（みなし再入国許可による出

国を含む。）したものの、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などの

やむを得ない事情により再入国することができなか

った期間 

再入国許可による出国（みなし再入国許可による

出国を含む。）の出国期間中も「特定技能１号」とし

ての在留資格が継続しますが、やむを得ない事情に

より再入国することができなかった期間は５年の通

算在留期間には含めないこととするため、本取扱い

を希望する場合は５年の通算在留期間が満了する前

（概ね３か月前）に、再入国出国期間に関する申立

書（参考様式第１－２８号）及びやむを得ない事情

により再入国できなかったことを疎明する資料とと

もに、当該期間に応じた在留諸申請をし、申立書及

び資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と

認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可

がされます。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ

機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化（倒産、

人員整理、雇止め、採用内定の取消し等）等により、

自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関にお

いて活動することができなくなり現在の在留資格で

本邦に引き続き在留することが困難となった外国

人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習

生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難となった外国人の本邦での雇用を維持するた

め、特定産業分野において、特定技能の業務に必要

な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で

在留した期間 

・産前産後休業期間・育児休業期間 

  ここでいう「産前産後休業期間・育児休業期間」と

は、労働基準法に基づく産前産後休業（産前６週間

（多胎妊娠の場合は１４週間）・産後８週間）及び育

児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（以下「育児・介護休業法」とい

う。）に基づく育児休業期間（子が１歳に達するまで。

ただし、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入

所できない場合に限り、１歳６か月まで（再延長で２

歳まで）育児休業を延長した場合には、当該期間）に

おいて、１号特定技能外国人としての活動が行えな

い期間を指します。 

  休業期間中も「特定技能１号」としての在留資格が

継続しますが、当該期間は５年の通算在留期間には

含めないこととするため、本取扱いを希望する場合

は５年の通算在留期間が満了する前（概ね３か月前）

に、疎明資料（第３節参照）とともに当該期間に応じ

た在留諸申請をし、疎明資料から当該期間が確認で

き、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由が

あるときに限り、許可がされます。 

・病気・怪我（労災を含む。）による休業期間 

ここでいう「病気・怪我による休業期間」とは、特

定技能制度の適正な運用を図る観点から、病気・怪

我による休業期間が原則１年以下（労災による病気・



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○４つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

怪我に起因する休業の場合はその事情に鑑み、休業

期間が３年以下）であり、１号特定技能外国人とし

て活動が行えない期間を指します。ただし、休業期

間は、連続した１か月を超える期間である必要があ

り、例えば、体調不良等を理由として数日間自宅で

療養する場合や、断続的な通院により業務が行えな

い場合は対象外となります。 

  上記の産前産後休業・育児休業の場合と同様、本取

扱いを希望する場合は５年の通算在留期間が満了す

る前（概ね３か月前）に、疎明資料（第３節参照）と

ともに当該期間に応じた在留諸申請をし、疎明資料

から当該期間が確認でき、その在留を適当と認める

に足りる相当の理由があるときに限り、許可がされ

ます。 

・上記の産前産後休業・育児休業及び病気・怪我（労

災を含む。）による休業期間を通算在留期間に含めな

い取扱いを受けるためには、休業の原因となった事

由が発生した際に遅滞なく受入れ困難に係る届出を

行っていることが必要となることに留意ください。 

 

○ 「特定技能２号」での受入れが認められている特定

産業分野において、特定技能２号評価試験等（※）に

不合格となった 1 号特定技能外国人のうち、以下の

要件を満たしていると認められるものについては、

当分の間、「５年を超えて在留することについて相当

の理由があると認められる場合」に該当するとして、

通算在留期間が６年となります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※）各分野の特定技能２号評価試験のほか、ビ

ルクリーニング、工業製品製造業、建設、造

船・舶用工業の各分野においては各技能検定

１級、工業製品製造業分野においてはビジネ

スキャリア検定３級、漁業及び外食業の各分

野においては日本語能力試験（Ｎ３相当以上）

も含む。なお、自動車整備士技能検定２級及

び航空従事者技能証明は対象外。 

（要件） 

１．特定技能外国人が次のいずれにも該当するこ 

 と 

(1) 分野別運用方針に定める「特定技能２号」へ

の移行に必要な全ての試験について、合格基準

点の８割以上の得点を取得していること 

※ 不合格となった試験の受験日は本件

取扱いの施行（令和７年９月３０日）前

後を問いませんが、疎明資料から当該要

件を満たしていることが明らかである

場合に限ります。 

(2) ５年の通算在留期間経過後の在留継続期間 

中に、 

ア 合格基準点の８割以上の得点を取得した

特定技能２号評価試験等の合格に向けて精

励し、かつ、同試験等を受験すること 

イ 特定技能２号評価試験等に合格した場

合、速やかに「特定技能２号」の在留資格変

更許可申請を行うこと 

ウ 特定技能２号評価試験等に合格できなか



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２６ 

 

 

 

 

P.２７ 

 

 

 

 

 

 

 

P.２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○５つ目 

 

 

 

 

（７）保証金の徴

収・違約金契約等

に関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

（８）費用負担の

合意に関するもの 

○５つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわ

らず、「特定技能１号」での通算在留期間が５年に達

した時点で、以後の在留は認められないことに留意

してください。 

 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。  

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

 

○ 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住

費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合

に応じて、次のとおりでなければなりません。 

・自己所有物件の場合 

った場合、速やかに帰国すること 

を誓約していること 

  ２．特定技能所属機関が次のいずれにも該当する 

こと 

   (1) 当該１号特定技能外国人を引き続き雇用す

る意思があること 

(2) 特定技能２号評価試験等の合格に向けた指

導・研修・支援等を行う体制を有すること 

 ・本件取扱いに係る在留期間更新許可申請について

は第３節を参照してください。 

 

○ 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわ

らず、「特定技能１号」での通算在留期間が５年に達

した時点で、以後の在留は原則認められないことに

留意してください。 

 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

 

 

 

 

○ 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住

費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合

に応じて、次のとおりでなければなりません。 

・自己所有物件の場合 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○３つ目 

 

 

 

 

 

実際に建設・改築等に要した費用（土地の購入代・

土地の造成費用等に関する費用は除く。）、物件の耐

用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案し

て算出した合理的な額 

・借上物件の場合 

借上げに要する費用（管理費・共益費を含み、敷

金 ・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中

解約金等は含まない。）を入居する特定技能外国人の

人数で除した額以内の額 

 

 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。  

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

 

【留意事項】 

○ 特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用

を控除する場合は、雇用条件書の写し（参考様式第１

－６号）に控除する費用の名目及び額を確実に明記

し、特定技能外国人が控除される費用の名目及び額

を十分に理解できるようにしなければなりません。 

 

実際に建設・改築等に要した費用（土地の購入代・

土地の造成費用等に関する費用は除く。）、物件の耐

用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案し

て算出した合理的な額 

・借上物件の場合 

借上げに要する費用（管理費・共益費を含む。敷

金 ・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中

解約金等は含まないため、特定技能外国人に負担さ

せることはできません。）を入居する特定技能外国人

の人数で除した額以内の額 

 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用

を控除する場合は、雇用条件書（参考様式第１－６

号）に控除する費用の名目及び額を確実に明記し、特

定技能外国人が控除される費用の名目及び額を十分

に理解できるようにしなければなりません。 

 



P.２９ 

 

 

 

 

○５つ目 

 

○ 雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）、雇用の

経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号）及び１号

特定技能外国人支援計画書（参考用紙第１－１７号）

は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申

請人が内容を十分に理解した上で署名することが求

められます。 

○ 雇用条件書（参考様式第１－６号）、雇用の経緯に

係る説明書（参考様式第１－１６号）及び１号特定技

能外国人支援計画書（参考用紙第１－１７号）は、申

請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人

が内容を十分に理解した上で署名することが求めら

れます。 

６ P.３２ 

 

 

 

 

 

 

P.３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.３４ 

 

第２節 「特定技

能２号」 

（２）健康状態に

関するもの 

【留意事項】 

○３つ目 

 

（３）技能水準に

関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）保証金の徴

収・違約金契約等

○ また、提出する立証資料が健康診断個人票（参考様

式第１－３号）と異なる形式でも構いませんが、検診

項目としては、少なくとも、健康診断個人票（参考様

式第１－３号）に記載した健康診断項目を検診し、

「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師

の署名があることが求められます。 

 

【確認対象の書類】 

・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写   

し 

＊詳細は本要領別紙４及び本要領別冊（分野別）

を参照してください。 

・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技

能水準を満たすことを証明する資料 

＊試験その他の評価方法により技能水準を証明 

する場合 

＊分野別運用方針において、付加的に実務経験等

を求めている場合（詳細は本要領別冊（分野別）

を参照してください。） 

 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

○ また、提出する立証資料が健康診断個人票（参考様

式第１－３号）と異なる形式でも構いませんが、少な

くとも健康診断個人票（参考様式第１－３号）に記載

した健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活

動を行うことについて」医師の署名があることが求

められます。 

 

【確認対象の書類】 

・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写   

し 

＊詳細は本要領別冊（分野別）を参照してくださ

い。 

・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技

能水準を満たすことを証明する資料 

＊試験その他の評価方法により技能水準を証明 

する場合 

＊分野別運用方針において、付加的に実務経験等

を求めている場合（詳細は本要領別冊（分野別）

を参照してください。） 

 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 



 

 

 

 

P.３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

に関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

（６）費用負担の

合意に関するもの 

○５つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略

することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

 

○ 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住

費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合

に応じて、次のとおりでなければなりません。 

・自己所有物件の場合 

実際に建設・改築等に要した費用（土地の購入代・

土地の造成費用等土地に関する費用は除く。）、物件

の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘

案して算出した合理的な額 

・借上物件の場合 

借上げに要する費用（管理費・共益費を含み、敷

金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解

約金等は含まない。） を入居する特定技能外国人の

人数で除した額以内の額 

 

 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省略す

ることが可能です。詳細は７ページのとおり。  

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

 

 

 

 

○ 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住

費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合

に応じて、次のとおりでなければなりません。 

・自己所有物件の場合 

実際に建設・改築等に要した費用（土地の購入代・

土地の造成費用等土地に関する費用は除く。）、物件

の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘

案して算出した合理的な額 

・借上物件の場合 

借上げに要する費用（管理費・共益費を含む。敷金・礼

金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等

は含まないため特定技能外国人に負担させることは

できません。） を入居する特定技能外国人の人数で

除した額以内の額 

 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

 

 

 



 

P.３７ 

 

 

 

 

 

 

P.３７ 

 

 

 

 

 

P.３８ 

 

【留意事項】 

○３つ目 

 

 

 

 

 

○５つ目 

 

 

 

 

 

（８）技能実習に

より修得等した技

能等の本国への移

転に関するもの 

【留意事項】 

○１つ目 

 

【留意事項】 

○ 特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用

を控除する場合は、雇用条件書の写し（参考様式第１

－６号）に控除する費用の名目及び額を確実に明記

し、特定技能外国人が控除される費用の名目及び額

を十分に理解できるようにしなければなりません。 

 

○ 雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）及び雇用

の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号）は、申

請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人

が内容を十分に理解した上で署名していることが求

められます。 

 

【留意事項】 

○ 「努めるものと認められること」とは、本邦で修得

等した技能等の本国への移転に努めることが見込ま

れることをいい、実際に本国への移転を行い成果を

挙げることまでを求めるものではありません。 

 

【留意事項】 

○ 特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用

を控除する場合は、雇用条件書の（参考様式第１－６

号）に控除する費用の名目及び額を確実に明記し、特

定技能外国人が控除される費用の名目及び額を十分

に理解できるようにしなければなりません。 

 

○ 雇用条件書（参考様式第１－６号）及び雇用の経緯

に係る説明書（参考様式第１－１６号）は、申請人が

十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容

を十分に理解した上で署名していることが求められ

ます。 

 

【留意事項】 

○ 「努めるものと認められること」とは、本邦で修得

等した技能等の本国への移転に努めることが見込ま

れることをいい、実際に本国への移転を行い、成果を

挙げることまでを求めるものではありません。 

７ P.３９ 

 

 

P.４０ 

 

 

 

 

第３節 在留諸申

請時の取扱い 

 

（２）納税義務の

ほか公的義務の履

行に関するもの 

【確認対象の書

類】 

第３節 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可

申請時の取扱い 

 

【確認対象の書類】 

○ 国税  

〈確定申告をしていない場合〉  

・直近１年分の個人住民税の課税証明書  

・住民税の課税証明書と同一年分の給与所得の源泉

第３節 在留諸申請時の取扱い 

 

 

【確認対象の書類】 

○ 租税 

・全ての納期が経過している直近１年度分の個人住民

税の納税証明書 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付受



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

徴収票  

＊確定申告が必要な場合については、【留意事

項】を参照  

〈確定申告をしている場合〉  

・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復

興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税

を税目とする納税証明書（その３）  

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額の

み」の納税証明書（その１）で、備考欄に換価の猶予、

納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの  

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納

付受託）の適用を受けている場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地方税  

・直近１年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明

書  

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付受

託）に係る通知書の写し  

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納

付受託）の適用を受けていることが納税証明書に

記載されていない場合  

託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納

付受託）の適用を受けている場合であって、納税緩

和措置の適用を受けていることが納税証明書に記載

されていない場合 

・課税年度が個人住民税の納税証明書の賦課年度と同

一年度の個人住民税の課税証明書  

・住民税の課税証明書と同一年分の給与所得の源泉徴

収票 

・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復

興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税

を税目とする納税証明書（その３） 

  ＊確定申告が必要な場合（詳細は【留意事項】を参

照） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額の

み」の納税証明書（その１）で、備考欄に換価の猶予、

納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納

付受託）の適用を受けている場合 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 



 

P.４１ 

 

 

 

 

 

P.４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.４３ 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○１つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）１号特定技

能外国人の通算在

留期間に関する特

例に関するもの

（第１節（６）関

係） 

 

 

○ 国民健康保険  

・国民健康保険被保険者証の写し（保険者番号及び被

保険者等記号・番号を申請人等によりマスキングした

ものに限る。） 

 

 

【留意事項】 

○ 日本に在留する留学生等の外国人を特定技能外国

人として雇用する場合には、納税義務や社会保険料

納付義務が履行されていないと、在留資格変更許可

申請の審査に時間を要するほか、許可がされないこ

ととなりますので、採用予定者がこれらの公的義務

を履行しているかをあらかじめ確認してください。

なお、税や社会保険料の納付意思を有し、納付に向け

た手続を行っているものの、在留期限から２か月後

までに納付を行うことができないことにやむを得な

い事情がある場合には在留資格変更許可申請時に関

係資料（【確認対象の書類】の「○ 上記のいずれか

に滞納がある場合」を参照）を提出してください。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国民健康保険 

・マイナポータルからダウンロードした医療保険の資

格情報の写し又は資格確認書の写し （保険者番号及び

被保険者等記号・番号を申請人等によりマスキングし

たものに限る。） 

 

【留意事項】 

○ 日本に在留する留学生等の外国人を特定技能外国

人として雇用する場合には、納税義務や社会保険料

納付義務が履行されていないと、在留資格変更許可

申請の審査に時間を要するほか、許可がされないこ

ととなりますので、採用予定者がこれらの公的義務

を履行しているかをあらかじめ確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）１号特定技能外国人の通算在留期間に関する特

例に関するもの（第１節（６）関係） 

 

 

 

 

 



P.４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.４３ 

 

 

 

 

 

 

P.４４ 

 

 

 

P.４４ 

 

 

 

 

 

P.４４ 

○１つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書

類】 

 

 

○１つ目 

 

 

 

 

 

○２つ目 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

○ 産前産後休業、育児休業又は病気・怪我（労災を含

む。）による休業により、１号特定技能外国人として

の活動を行うことができなかった期間を有する 1 号

特定技能外国人については、５年の通算在留期間が

満了する前（概ね３か月前）に、各事情に係る疎明資

料とともに、当該休業の期間に応じた在留諸申請を

し、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適

当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、

許可がされます。 

 

○ 特定技能２号評価試験等に不合格となった１号特

定技能外国人については、相当な理由（第１節（６）

留意事項のとおり）があることが確認でき、かつ、在

留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由が

あるときに限り、最長１年間の在留期間の許可がさ

れます。 

 

【確認対象の書類】 

在留資格「特定技能１号」の在留諸申請に係る提出書

類に加え、以下の書類の提出が必要です。 

 

○ 産前産後休業 

・休業期間に関する申立書（参考様式第１－３０号） 

・母子健康手帳の写し 

・産前産後休業を取得したことを疎明する資料 

・休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し 

 

○ 育児休業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○４つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

・休業期間に関する申立書（参考様式第１－３０号） 

・母子健康手帳の写し 

・育児休業を取得したことを疎明する資料 

・休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し 

※ なお、上記の産前産後休業に引き続いて育児休業

に入った場合については、５年の通算在留期間を満

了する時期に、両方の書類を合わせて提出し、在留諸

申請を行ってください。 

 

○ 病気・怪我（労災を含む。） 

・休業期間に関する申立書（参考様式第１－３０号） 

・医師の診断書、病院から発行された治療・入院等の事

実を証明する資料（治療期間や入院期間が記載されて

いるもの） 

・労災保険の支給決定通知書の写し（労災の場合に限

る。） 

・休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し 

・休業期間中の給与明細書の写し 

・休業期間中の給与が振り込まれている口座の通帳（直

近の預貯金額を記帳しているもの）の写し 

・休業期間中の給与振込口座指定・同意書の写し 

 

○ 特定技能２号評価試験等に不合格となった１号特

定技能外国人 

・通算在留期間を超える在留に関する申立書（参考様

式第１－３１号） 

・分野別運用方針に定める「特定技能２号」への移行に

必要な全ての試験結果通知書（試験実施機関から発行



された合格基準点の８割以上の得点を取得しているこ

とが確認できるもの）の写し）の写し 

８ P.４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.４６ 

 

 

 

 

 

P.４７ 

 

 

 

 

 

第５章 特定技能

所属機関に関する

基準等 

第１節 特定技能

雇用契約の内容の

基準 

第１ 雇用関係に

関する事項に関す

るもの 

（１）従事させる

業務に関するもの 

【留意事項】 

○２つ目 

 

○４つ目 

 

 

 

 

 

（２）所定労働時

間に関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

【留意事項】 

○ 従前の特定産業分野の範囲内で業務区分に変更が

生じた場合は、特定技能雇用契約に係る届出書（参考

様式第３－１号）をもって、変更後の業務区分につい

て届け出るとともに、変更後の業務区分に対応する

相当程度の知識若しくは経験を要する技能を有して

いること又は熟練した技能を有していることを証明

する資料（技能試験の合格証明書）を添付しなければ

なりません。 

 

 

 

 

 

○ 特定技能雇用契約書の写し（参考様式第１－５号）

及び雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）は、申

請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人

が内容を十分に理解した上で署名していることが求

められます。 

 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書（参考様式第１－６号）※10 か国語の翻

訳様式を HP 掲載 

＜変形労働時間制で雇用する場合＞ 

・特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した

年間のカレンダーの写し 

【留意事項】 

○ 従前の特定産業分野の範囲内で業務区分に変更が

生じた場合は、特定技能雇用契約に係る届出書（参考

様式第３－１号）をもって、変更後の業務区分につい

て届け出るとともに、変更後の業務区分に対応する

相当程度の知識若しくは経験を要する技能を有して

いること又は熟練した技能を有していることを証明

する資料（技能試験の合格証明書の写し）を添付しな

ければなりません。 

 

 

 

 

 

○ 特定技能雇用契約書（参考様式第１－５号）及び雇

用条件書（参考様式第１－６号）は、申請人が十分に

理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分

に理解した上で署名していなければなりません。 

 

 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

＜１年単位の変形労働時間制で雇用する場合＞ 

・特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した

年間のカレンダーの写し 



 

 

 

 

 

 

 

 

P.４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.５０ 

 

 

 

【留意事項】 

 

 

 

 

（３）報酬等に関

するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

（５）派遣先に関

するもの 

【留意事項】 

○１つ目 

・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する

協定書の写し（１年単位の変形労働時間の場合） 

 

【留意事項】 

○ 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事するこ

とが求められることから、複数の企業が同一の特定

技能外国人を雇用することはできません。 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第

１－４号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

 

【留意事項】 

○ 分野別運用方針において、特定技能外国人を派遣

形態で雇用することができる分野は、「農業分野」及

び「漁業分野」とされていることから（令和７年４月

１日時点）、これ以外の特定産業分野については、特

定技能外国人を派遣形態で雇用することは認められ

ないことに留意してください。 

・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する

協定書の写し 

 

【留意事項】 

（削除） 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第

１－４号） 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 分野別運用方針において、特定技能外国人を派遣

形態で雇用することができる分野は、「農業分野」及

び「漁業分野」とされていることから（令和７年９月

３０日時点）、これ以外の特定産業分野については、

特定技能外国人を派遣形態で雇用することは認めら

れないことに留意してください。 

９ P.５３ 第２ 外国人の適

正な在留に資する

ために必要な事項

に関するもの 

【留意事項】 

○ 「その他の生活の状況の把握のための措置」とは、

緊急連絡網を整備したり、定期的な面談において、日常

生活に困っていないか、トラブルに巻き込まれていな

【留意事項】 

○ 「その他の生活の状況の把握のための措置」とは、

緊急連絡網を整備したり、定期的な面談において、日常

生活に困っていないか、トラブルに巻き込まれていな



（２）健康状況そ

の他の生活状況把

握のための必要な

措置に関するもの 

【留意事項】 

○２つ目 

いかなどを確認することをいい、１号特定技能外国人

支援計画に基づく支援とともに実施していただいても

差し支えありません。 

いかなどを確認したりすることをいい、１号特定技能

外国人支援計画に基づく支援とともに実施していただ

いても差し支えありません。 

１０ P.５４ 第２節 特定技能

雇用契約の相手方

の基準 

○２つ目 

○ 本節で定める基準に適合していることについて

は、受入れを継続している間は、原則として定期届出

（第７章第６節）において確認します。そのため、本

節で定める確認対象の書類については、一部を除き、

定期届出で提出してください。なお、特定技能外国人

の初回受入れ時（過去に受入れ実績がある機関であ

っても受入れを終了し、直近の定期届出が提出され

ていない場合を含む。）については在留諸申請におい

て機関の適格性を確認します。 

○ 本節で定める基準に適合していることについて

は、一定の基準を満たす場合、定期届出（第７章第６

節）において確認するため、本節で定める確認対象の

書類については、在留諸申請時には提出を省略する

ことが可能です。省略については６ページの「第３節 

特定技能外国人受入れ手続の流れ」を確認してくだ

さい。 

 

１１ P.５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 適合特定技

能雇用契約の適正

な履行の確保に係

るもの 

（１）労働、社会

保険及び租税に関

する法令の規定の

遵守に関するもの 

【確認対象の書

類】 

○１つ目 

 

 

【確認対象の書類】 

○ 労働関係法令の遵守 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。 

（初めて特定技能外国人を受入れる場合） 

・労働保険料等納付証明書（未納なし証明） 

（特定技能外国人の受入れを継続している場合） 

・領収証書の写し（直近２年分）又は口座振替結

果通知ハガキ（直近２年分） 

【確認対象の書類】 

○ 労働関係法令の遵守 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

（初めて特定技能外国人を受入れる場合） 

・労働保険料等納付証明書（未納なし証明） 

（特定技能外国人の受入れを継続している場合） 

・領収証書の写し（直近２年分）又は口座振替結

果通知ハガキの写し（直近２年分） 

＊口座振替結果通知ハガキを紛失した場合

には都道府県労働局が発行する「労働保険料 

等口座振替結果のお知らせ」の写しを提出し

てください。 

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

＊口座振替結果通知ハガキを紛失した場合

には都道府県労働局が発行する「労働保険料

等口座振替結果のお知らせ」を提出してくだ

さい。 

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事

業主控）の写し（上記の領収証書等に対応する分） 

＊労働保険事務組合に事務委託している事

業場は、事務組合が発行した「労働保険料領

収書」の写し（直近２年分）及び「労働保険

料等納入通知書」の写し（前記の領収書等に

対応する分） 

＜雇用契約の成立の経緯＞ 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６

号） 

＊あっせんする者の有無にかかわらず提出 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

・厚生労働省職業安定局ホームページの「人材サ

ービス総合サイト」の画面を印刷したもの 

＊あっせんする者がある場合のみ提出 

 

○ 社会保険関係法令の遵守 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

業主控）の写し（上記の領収証書等に対応する分） 

＊労働保険事務組合に事務委託している事

業場は、事務組合が発行した「労働保険料領

収書」の写し（直近２年分）及び「労働保険

料等納入通知書」の写し（前記の領収書等に

対応する分） 

＜雇用契約の成立の経緯＞ 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６

号） 

＊あっせんする者の有無にかかわらず提出 

・厚生労働省職業安定局ホームページの「人材サ

ービス総合サイト」の画面を印刷したもの 

＊あっせんする者がある場合のみ提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 社会保険関係法令の遵守 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し（在

留諸申請の日の属する月の前々月までの２４か月

分全て）又は社会保険料納入状況照会回答票 

＊健康保険・厚生年金保険の適用事業所に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き定期届出で提出する書類となります。 

・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し（在

留諸申請の日の属する月の前々月までの２４か月

分全て）又は社会保険料納入状況照会回答票 

＊健康保険・厚生年金保険の適用事業所に

は、強制適用事業所のみならず、任意適用事

業所も含まれます。 

＊健康保険・厚生年金保険料の納付から社会

保険料納入状況照会回答票への納付記録の

反映までに時間を要することから、反映前に

提出する場合は、社会保険料納入状況照会回

答票に加え、該当する月の健康保険・厚生年

金保険料領収証書の写しも提出してくださ

い。 

＊健康保険組合管掌の適用事業所であって、

領収証書の写しの提出が困難である場合は、

日本年金機構が発行する社会保険料納入状

況照会回答票に加え、管轄の健康保険組合が

発行する健康保険組合管掌健康保険料の納

付状況を証明する書類を提出してください。 

・納付猶予の記載がある社会保険料納入状況照会

回答票又は納付の猶予許可通知書の写し又は換価

の猶予許可通知書の写し 

＊猶予制度（分割納付）の許可を受けている場  

合 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場

合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

は、強制適用事業所のみならず、任意適用事

業所も含まれます。 

＊健康保険・厚生年金保険料の納付から社会

保険料納入状況照会回答票への納付記録の

反映までに時間を要することから、反映前に

提出する場合は、社会保険料納入状況照会回

答票に加え、該当する月の健康保険・厚生年

金保険料領収証書の写しも提出してくださ

い。 

＊健康保険組合管掌の適用事業所であって、

領収証書の写しの提出が困難である場合は、

日本年金機構が発行する社会保険料納入状

況照会回答票に加え、管轄の健康保険組合が

発行する健康保険組合管掌健康保険料の納

付状況を証明する書類を提出してください。 

・納付猶予の記載がある社会保険料納入状況照会

回答票又は納付の猶予許可通知書の写し又は換価

の猶予許可通知書の写し 

＊猶予制度（分割納付）の許可を受けている場  

合 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場

合＞ 

・事業主本人のマイナポータルからダウンロード

した医療保険の資格情報の写し又は資格確認書 

の写し（保険者番号及び被保険者等記号・番号を

申請人等によりマスキングしたものに限る。） 

・事業主本人の国民健康保険料（税）納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶予



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。 

・事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し

（保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人

等によりマスキングしたものに限る。） 

・事業主本人の国民健康保険料（税）納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶予

又は納付受託）に係る通知書の写し 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の

猶予又は納付受託）の適用を受けることが国

民健康保険料（税）納付証明書に記載されて

いない場合 

・事業主本人の被保険者記録照会回答票（基礎年

金番号を申請人等によりマスキングしたものに限

る。） 

・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し

（在留諸申請のあった日の属する月の前々月まで

の２４か月分全て）又は被保険者記録照会（納付

Ⅱ）（基礎年金番号を申請人等によりマスキングし

たものに限る。） 

＊国民年金保険料領収証書の写し（在留諸申

請のあった日の属する月の前々月までの２

４か月分全て）を提出する場合は、被保険者

記録照会回答票の提出は不要です。 

＊国民年金保険料の納付から被保険者記録

照会（納付Ⅱ）への納付記録の反映までに時

又は納付受託）に係る通知書の写し 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の

猶予又は納付受託）の適用を受けることが国

民健康保険料（税）納付証明書に記載されて

いない場合 

・事業主本人の被保険者記録照会回答票（基礎年

金番号を申請人等によりマスキングしたものに限

る。） 

・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し

（在留諸申請のあった日の属する月の前々月まで

の２４か月分全て）又は被保険者記録照会（納付

Ⅱ）（基礎年金番号を申請人等によりマスキングし

たものに限る。） 

＊国民年金保険料領収証書の写し（在留諸申

請のあった日の属する月の前々月までの２

４か月分全て）を提出する場合は、被保険者

記録照会回答票の提出は不要です。 

＊国民年金保険料の納付から被保険者記録

照会（納付Ⅱ）への納付記録の反映までに時

間を要することから、反映前に提出する場合

は、被保険者記録照会（納付Ⅱ）に加え、該

当する月の国民年金保険料領収証書の写し

も提出してください。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

P.５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間を要することから、反映前に提出する場合

は、被保険者記録照会（納付Ⅱ）に加え、該

当する月の国民年金保険料領収証書の写し

も提出してください。 

 

○ 租税関係法令の遵守 

＜法人の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、

消費税及び地方消費税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納

税額のみ」の納税証明書（その１）で、備考欄に

換価の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨

の記載があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又

は納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を法人住民税とする納税証明書（初めて受

け入れる場合は直近１年分、受入れを継続してい

る場合には直近２年分） 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納

付受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又

 

 

 

 

 

○ 租税関係法令の遵守 

＜法人の場合＞ 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、

消費税及び地方消費税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納

税額のみ」の納税証明書（その１）で、備考欄に

換価の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨

の記載があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又

は納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を法人住民税とする納税証明書（初めて受

け入れる場合は直近１年分、受入れを継続してい

る場合には直近２年分） 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納

付受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又

は納付受託）の適用を受けていることが納税

証明書に記載されていない場合 

＜個人事業主の場合＞ 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は納付受託）の適用を受けていることが納税

証明書に記載されていない場合 

＜個人事業主の場合＞ 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所

得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、

相続税、贈与税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納

税額のみ」の納税証明書（その１）で、備考欄に

換価の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨

の記載があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又

は納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を個人住民税とする納税証明書（初めて受

け入れる場合は直近１年分、受入れを継続してい

る場合には直近２年分） 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納

付受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又

は納付受託）の適用を受けていることが納税

証明書に記載されていない場合 

（注）地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関に対

得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、

相続税、贈与税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納

税額のみ」の納税証明書（その１）で、備考欄に

換価の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨

の記載があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又

は納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を個人住民税とする納税証明書（初めて受

け入れる場合は直近１年分、受入れを継続してい

る場合には直近２年分） 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納

付受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又

は納付受託）の適用を受けていることが納税

証明書に記載されていない場合 

（注）地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関に対

して受入れが適正に行われていることを確認する

ために実地調査等を行うことがあり、必要に応じ、

領収書の写しや証明書の提出が求められることが

あります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

P.５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）非自発的離

職者の発生に関す

るもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

（３）行方不明者

の発生に関するも

の 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

（４）関係法律に

よる刑罰を受けた

ことによる欠格事

由 

【確認対象の書

して受入れが適正に行われていることを確認する

ために実地調査等を行うことがあり、必要に応じ、

領収書や証明書の提出が求められることがありま

す。 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

  ＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。 

 

【確認対象の書類】 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写し 

＊未成年者がある場合で、法定代理人が法人であ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.６４ 

類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）実習認定の

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

・役員の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

＊未成年者がある場合で、法定代理人が法人であ

るときは当該法定代理人分も含む。 

・特定技能所属機関の役員の誓約書（参考様式第１－

２３号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合  

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

＊未成年者がある場合で、法定代理人が個人であ

るときは当該法定代理人分も含む。 

 

【確認対象の書類】 

るときは当該法定代理人分も含む。 

・特定技能所属機関の役員の誓約書（参考様式第１－

２３号） 

＊住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合  

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＊未成年者がある場合で、法定代理人が個人であると

きは当該法定代理人分も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.６６ 

 

 

 

 

 

 

取消しを受けたこ

とによる欠格事由 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）出入国又は

労働関係法令に関

する不正行為を行

ったことに関する

もの 

【留意事項】 

○１つ目 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

・役員の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。 

 

【留意事項】 

○ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為として

主に想定されるものは次のとおりです。 

① 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行    

為 

外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行ってい

る場合をいいます。なお、当該行為によって刑事

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写し 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為として

主に想定されるものは次のとおりです。 

① 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行    

為 

外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行ってい

る場合をいいます。なお、当該行為によって刑事



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

罰に処せられているか否かは問いません。 

② 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 

外国人の旅券や在留カードを、その意思に反し

て保管している場合をいいます。例えば、特定技

能所属機関において失踪防止の目的などとして、

旅券や在留カードを保管していた場合が該当しま

す。 

③ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部

を支払わない行為 

外国人に対し、手当若しくは報酬の一部又は全

部を支払わない場合をいいます。「手当又は報酬の

一部又は全部を支払わない行為」とは、不払金額、

不払期間、事業主の認識等を勘案して評価されま

す。なお、食費・住居費等を天引きしている場合

であっても、天引きしている金額が適正でない場

合には、本欠格事由に該当する可能性があります。 

④ 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限

する行為 

外国人の外出、外部との通信等を不当に制限し

ている場合をいいます。例えば、携帯電話を没収

するなどして、外部との連絡を遮断するような行

為が該当します。 

⑤ ①から④に掲げるもののほか、外国人の人権を

著しく侵害する行為 

外国人の人権を著しく侵害する行為（上記①か

ら④までの行為を除く。）を行っていた場合をいい

ます。例えば、特定技能外国人から人権侵害の被

害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関におい

罰に処せられているか否かは問いません。 

② 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 

外国人の旅券や在留カードを、その意思に反し

て保管している場合をいいます。例えば、特定技

能所属機関において失踪防止の目的などとして、

旅券や在留カードを保管していた場合が該当しま

す。 

③ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部

を支払わない行為 

外国人に対し、手当若しくは報酬の一部又は全

部を支払わない場合をいいます。「手当又は報酬の

一部又は全部を支払わない行為」とは、不払金額、

不払期間、事業主の認識等を勘案して評価されま

す。なお、食費・住居費等を天引きしている場合

であっても、天引きしている金額が適正でない場

合には、本欠格事由に該当する可能性があります。 

④ 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限

する行為 

外国人の外出、外部との通信等を不当に制限し

ている場合をいいます。例えば、携帯電話を没収

するなどして、外部との連絡を遮断するような行

為が該当します。 

⑤ ①から④に掲げるもののほか、外国人の人権を

著しく侵害する行為 

外国人の人権を著しく侵害する行為（上記①か

ら④までの行為を除く。）を行っていた場合をいい

ます。例えば、特定技能外国人から人権侵害の被

害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関におい



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て人権侵犯の事実が認められた場合、特定技能外

国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場

合又は特定技能外国人の意に反して強制的に帰国

させる場合等が該当します。 

⑥ 偽変造文書等の行使・提供 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関

して行われた不正又は著しく不当な行為に関する

事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し不正

に外国人に在留資格認定証明書の交付、上陸許可

の証印若しくは在留資格変更許可等を受けさせる

目的で偽変造文書等の行使又は提供をしていた場

合をいいます。例えば、在留資格認定証明書交付

申請において、欠格事由に該当する行為の有無に

関して「無」と記載した申請書を提出したところ、

じ後、地方出入国在留管理局の調査によって当該

行為が行われていたことが発覚した場合などが該

当するので、申請及び届出においては、事実関係

の確認を十分に行う必要があります。 

なお、出入国又は労働に関する法令に関して行

われた不正又は不当な行為に関する事実を隠蔽す

る目的で、地方出入国在留管理局が実施する調査

を拒んだり妨害した場合等には、その他の出入国

又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当

な行為（特定技能基準省令第２条第１項第４号リ

柱書き）に該当します。 

⑦ 保証金の徴収等 

外国人やその親族等から保証金を徴収している

場合、特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を

て人権侵犯の事実が認められた場合、特定技能外

国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場

合又は特定技能外国人の意に反して強制的に帰国

させる場合等が該当します。 

⑥ 偽変造文書等の行使・提供 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関

して行われた不正又は著しく不当な行為に関する

事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し不正

に外国人に在留資格認定証明書の交付、上陸許可

の証印若しくは在留資格変更許可等を受けさせる

目的で偽変造文書等の行使又は提供をしていた場

合をいいます。例えば、在留資格認定証明書交付

申請において、欠格事由に該当する行為の有無に

関して「無」と記載した申請書を提出したところ、

じ後、地方出入国在留管理局の調査によって当該

行為が行われていたことが発覚した場合などが該

当するので、申請及び届出においては、事実関係

の確認を十分に行う必要があります。 

なお、出入国又は労働に関する法令に関して行

われた不正又は不当な行為に関する事実を隠蔽す

る目的で、地方出入国在留管理局が実施する調査

を拒んだり妨害したりした場合等には、その他の

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著し

く不当な行為（特定技能基準省令第２条第１項第

４号リ柱書き）に該当します。 

⑦ 保証金の徴収等 

外国人やその親族等から保証金を徴収している

場合、特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定めている場合等や、これらの行為を行っている

者又は行おうとしている者から紹介を受けて特定

技能雇用契約を締結した場合をいいます。例えば、

特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪する

のを防止するために、特定技能外国人やその家族

等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金

を定めていた場合が該当します。また、地方出入

国在留管理局や労働基準監督署等に対して不適正

な行為を通報すること、休日に許可を得ずに外出

すること、業務従事時間中にトイレ等で離席する

こと等を禁じて、その違約金を定める行為や受入

れ外国人が一定期間勤務することを停止条件とし

て貸付金の返済を免除する内容の契約、受入れ外

国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を

一括で返済する内容の契約、特定技能外国人やそ

の家族等から商品又はサービスの対価として不当

に高額な金銭の徴収を予定する契約についても、

「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契

約」に該当します。 

なお、これらの契約の締結の有無及び内容の如

何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不

当に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ

場合には、その他の出入国又は労働に関する法令

に関し不正又は著しく不当な行為（特定技能基準

省令第２条第１項第４号リ柱書き）に該当します。 

⑧ 届出の不履行又は虚偽の届出 

法令上規定する届出事由が生じていながら、地

方出入国在留管理局への届出を怠った場合や虚偽

定めている場合等や、これらの行為を行っている

者又は行おうとしている者から紹介を受けて特定

技能雇用契約を締結した場合をいいます。例えば、

特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪する

のを防止するために、特定技能外国人やその家族

等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金

を定めていたりした場合が該当します。また、地

方出入国在留管理局や労働基準監督署等に対して

不適正な行為を通報すること、休日に許可を得ず

に外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離

席すること等を禁じて、その違約金を定める行為

や受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条

件として貸付金の返済を免除する内容の契約、受

入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の

残額を一括で返済する内容の契約、特定技能外国

人やその家族等から商品又はサービスの対価とし

て不当に高額な金銭の徴収を予定する契約につい

ても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する

契約」に該当します。 

なお、これらの契約の締結の有無及び内容の如

何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不

当に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ

場合には、その他の出入国又は労働に関する法令

に関し不正又は著しく不当な行為（特定技能基準

省令第２条第１項第４号リ柱書き）に該当します。 

⑧ 届出の不履行又は虚偽の届出 

法令上規定する届出事由が生じていながら、地

方出入国在留管理局への届出を怠った場合や虚偽



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の届出を行った場合をいいます。例えば、特定技

能外国人が行方不明になったにもかかわらず、こ

れを届け出ることなく、失踪した特定技能外国人

が地方出入国在留管理局により摘発されるなどし

て初めて、行方不明になっていたことが明らかに

なった場合や、活動状況の届出や支援の実施状況

の届出を履行するよう再三指導を受けたにもかか

わらず、これを履行しない場合等が該当します。 

⑨ 報告徴収に対する妨害等 

法第１９条の２０第１項の規定により求められ

た報告や簿書類の提出をしなかったり、虚偽の報

告や虚偽の帳簿書類を提出したり、虚偽の答弁を

したり、検査を拒んだり妨害した場合等が該当し

ます。 

⑩ 改善命令違反 

出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたに

もかかわらず、これに従わなかった場合をいいま

す。 

⑪ 不法就労者の雇用 

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさ

せる行為、②外国人に不法就労活動をさせるため

にこれを自己の支配下に置く行為又は③業とし

て、①及び②の行為に関しあっせんする行為のい

ずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合が該

当します。 

⑫ 労働関係法令違反 

外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安

全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について

の届出を行った場合をいいます。例えば、特定技

能外国人が行方不明になったにもかかわらず、こ

れを届け出ることなく、失踪した特定技能外国人

が地方出入国在留管理局により摘発されるなどし

て初めて、行方不明になっていたことが明らかに

なった場合や、活動状況の届出や支援の実施状況

の届出を履行するよう再三指導を受けたにもかか

わらず、これを履行しない場合等が該当します。 

⑨ 報告徴収に対する妨害等 

法第１９条の２０第１項の規定により求められ

た報告や簿書類の提出をしなかったり、虚偽の報

告や虚偽の帳簿書類を提出したり、虚偽の答弁を

したり、検査を拒んだり妨害した場合等が該当し

ます。 

⑩ 改善命令違反 

出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたに

もかかわらず、これに従わなかった場合をいいま

す。 

⑪ 不法就労者の雇用 

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさ

せる行為、②外国人に不法就労活動をさせるため

にこれを自己の支配下に置く行為又は③業とし

て、①及び②の行為に関しあっせんする行為のい

ずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合が該

当します。 

⑫ 労働関係法令違反 

外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安

全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違反があった場合をいいます。外国人の就労活動

に関しとは、特定技能所属機関による当該違反行

為の対象者が外国人である場合をいい、当該違反

行為により特定技能雇用契約や１号特定技能外国

人支援計画の適正な履行を確保できないと判断さ

れるときに該当します。例えば、３６協定に定め

た時間数を超えて外国人に長時間労働をさせた場

合、労働安全衛生法に定められた措置を外国人に

講じていない場合、外国人が妊娠したことを理由

に解雇した場合などが該当します。 

⑬ 技能実習制度における不正行為 

技能実習制度における実習実施者（旧技能実習

制度における実習実施機関を含む。）として不正行

為を行い、又は、監理団体として監理許可を取り

消され、受入れ停止期間が経過していない場合を

いいます。 

⑭ 他の機関が不正行為を行った当時に役員等とし

て外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為 

行為者の機関とは別の機関が不正行為を行った

当時、当該機関の経営者、役員又は管理者として

外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務

に従事していた行為をいいます。例えば、行為者

の機関の役員が、別の機関である技能実習制度の

監理団体や実習実施者（旧技能実習制度における

実習実施機関を含む。）が不正行為を行ったことを

理由として受入れ停止となった場合に当該不正行

為時の役員に就いていた場合はこれに該当しま

す。 

違反があった場合をいいます。外国人の就労活動

に関しとは、特定技能所属機関による当該違反行

為の対象者が外国人である場合をいい、当該違反

行為により特定技能雇用契約や１号特定技能外国

人支援計画の適正な履行を確保できないと判断さ

れるときに該当します。例えば、３６協定に定め

た時間数を超えて外国人に長時間労働をさせた場

合、労働安全衛生法に定められた措置を外国人に

講じていない場合、外国人が妊娠したことを理由

に解雇した場合などが該当します。 

⑬ 技能実習制度における不正行為 

技能実習制度における実習実施者（旧技能実習

制度における実習実施機関を含む。）として不正行

為を行い、又は、監理団体として監理許可を取り

消され、受入れ停止期間が経過していない場合を

いいます。 

⑭ 他の機関が不正行為を行った当時に役員等とし

て外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為 

行為者の機関とは別の機関が不正行為を行った

当時、当該機関の経営者、役員又は管理者として

外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務

に従事していた行為をいいます。例えば、行為者

の機関の役員が、別の機関である技能実習制度の

監理団体や実習実施者（旧技能実習制度における

実習実施機関を含む。）が不正行為を行ったことを

理由として受入れ停止となった場合に当該不正行

為時の役員に就いていた場合はこれに該当しま

す。 
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（１０）保証金の

徴収・違約金契約

等による欠格事由 

【確認対象の書

類】 

 

（１１）支援に要

する費用の負担に

関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

（１２）派遣形態

による受入れに関

 ⑮ １号特定技能外国人支援計画に基づく支援にお

ける不正行為 

定期的な面談（オンライン会議システム等を活

用する場合を含む。）や相談等において、出入国又

は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽

する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる

行為や、基準不適合に該当し得る内容等について

相談記録書や定期面談報告書を作成しない場合な

どがこれに該当します。 

 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。  

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

＊１号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機

関のみ 

 

【確認対象の書類】 

○ 派遣元（特定技能所属機関）関係 

 ⑮ １号特定技能外国人支援計画に基づく支援にお

ける不正行為 

定期的な面談（オンライン会議システム等を活

用する場合を含む。）や相談等において、出入国又

は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽

する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる

行為や、基準不適合に該当し得る内容等について

相談記録書や定期面談報告書を作成しない場合な

どがこれに該当します。 

 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

＊１号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機

関のみ 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

○ 派遣元（特定技能所属機関）関係 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するもの 

【確認対象の書

類】 

○１つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１４）特定技能

雇用契約継続履行

体制に関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜分野共通の書類＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号）  

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

・派遣計画書（参考様式第１－１２号） 

＜分野ごとの書類＞ 

派遣形態での雇用が可能な特定産業分野（農業分野

と漁業分野に限る。）ごとに提出が必要な書類について

は、本運用要領別冊（分野別）を参照してください。 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

＜直近期末において債務超過（純資産又は元入金がマ

イナス）がある場合＞ 

・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能

力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改

善の見通しについて評価を行った書面 

＜直近２期末のいずれも債務超過（純資産又は元入金

＜分野共通の書類＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

  ＊本節第１（２）、（３）、（４）の【留意事項】を参

照 

・派遣計画書（参考様式第１－１２号） 

＜分野ごとの書類＞ 

派遣形態での雇用が可能な特定産業分野（農業分野

と漁業分野に限る。）ごとに提出が必要な書類について

は、本運用要領別冊（分野別）を参照してください。 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

＜直近期末において債務超過（純資産又は元入金がマ

イナス）がある場合＞ 

・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能

力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改

善の見通しについて評価を行った書面 

＜直近２期末のいずれも債務超過（純資産又は元入金

がマイナス）がある場合＞ 

・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能

力を有すると認められる公的資格を有する 

第三者が改善の見通しについて評価を行った書面 

・労働保険料、社会保険料及び租税の納付に関する領



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

がマイナス）がある場合＞ 

・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能

力を有すると認められる公的資格を有する 

第三者が改善の見通しについて評価を行った書面 

・労働保険料、社会保険料及び租税の納付に関する領

収書や証明書等（本節第１（１）【確認対象の書類】を

参照） 

 

【留意事項】 

○ 設立後最初の決算期（確定申告時期）を経ていない

場合（特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１

－１号）の２欄に記載できない場合）には、当該決算

期（確定申告時期）を経た直後の在留諸申請におい

て、特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－

１号）の提出が必要となります。 

収書の写しや証明書等（本節第１（１）【確認対象の書

類】を参照） 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

（削除） 

 

１２ P.８２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 適合１号特

定技能外国人支援

計画の適正な実施

の確保に係るもの 

（１）中長期在留

者の受入れ実績等

に関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

＜共通＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

＜第１号イに該当する場合＞ 

・受け入れた中長期在留者リスト（参考様式第１－１

１－２号） 

＜第１号ロに該当する場合＞ 

【確認対象の書類】 

＜共通＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

＜第１号イに該当する場合＞ 

・受け入れた中長期在留者リスト（参考様式第１－１

１－２号） 

＜第１号ロに該当する場合＞ 

・支援責任者の履歴書（参考様式第１－２０号） 

・支援担当者の履歴書（参考様式第１－２２号） 

・生活相談業務を行った中長期在留者リスト（参考様

式第１－１１－３号） 

＜第１号ハに該当する場合＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）支援の中立

性に関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

 

 

（６）定期的な面

談の実施に関する

もの 

○１つ目 

 

・支援責任者の履歴書（参考様式第１－２０号） 

・支援担当者の履歴書（参考様式第１－２２号） 

・生活相談業務を行った中長期在留者リスト（参考様

式第１－１１－３号） 

＜第１号ハに該当する場合＞ 

・第１号ハに該当（同号イ又はロに掲げる者と同程度

に支援業務を適正に実施することができる者）するこ

との説明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

＊一定の事業規模があり、適正な受入れを行うこ

とが見込まれる機関については、書類の提出を省

略することが可能です。詳細は７ページのとおり。 

＊当該書類については、初回受入れ等の場合を除

き定期届出で提出する書類となります。  

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

 

○ 特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を

確保するための支援として、特定技能外国人のみな

らず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期

的な面談をすることを求めるものです。 

・第１号ハに該当（同号イ又はロに掲げる者と同程度

に支援業務を適正に実施することができる者）するこ

との説明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

 

 

 

 

 

 

○ 特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を

確保するための支援として、特定技能外国人のみな

らず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期

的な面談（オンライン会議システム等を活用する場

合を含む。）をすることを求めるものです。 

１３ P.９９ 

 

第７章 特定技能

所属機関に関する

○ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を変更（法

務省令で定める軽微な変更を除く。次の別表を参照

○ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を変更（法

務省令で定める軽微な変更を除く。次の別表を参照



 

 

 

 

 

 

 

 

P.１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１０１ 

 

 

届出 

第１節 特定技能

雇用契約に関する

届出 

第１ 契約変更の

届出 

○１つ目 

 

別表（特定技能雇

用 契 約 の 変 更 関

係） 

Ⅱ 就業の場所 

添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 従事すべき業

務の内容 

添付書類 

してください。）した場合には、当該変更日から１４

日以内に、当該機関の住所（雇用する特定技能外国人

の指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留

管理局に当該契約を変更した旨並びに当該変更年月

日及び変更後の契約の内容を記載した書面を提出す

るか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して

届出を行わなければなりません。 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記②の場合＞ 

・本要領別冊（分野別）を参照 

＜右記③の場合＞ 

・派遣計画書（参考様式第１－１２号） 

・就業条件明示書の写し（参考様式第１－１３号） 

・派遣先の概要書（参考様式第１－１４又は１－１５

号） 

・労働者派遣契約書 

・派遣先に係る労働・社会保険及び租税の法令を遵守

していることを証明する資料 

＊第５章第２節第１（１２）の【確認対象の書類】を

参照 

・派遣先に係る運用要領別冊（分野別）に定める確認対

象の書類 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

・特定技能外国人の指定書 

してください。）した場合には、当該変更日から１４

日以内に、出入国在留管理庁電子届出システムを利

用して届出を行うか、当該機関の住所（雇用する特定

技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地方

出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当

該変更年月日及び変更後の契約の内容を記載した書

面を提出して届出を行わなければなりません。 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記②の場合＞ 

・本要領別冊（分野別）を参照 

＜右記③の場合＞ 

・派遣計画書（参考様式第１－１２号） 

・就業条件明示書の写し（参考様式第１－１３号） 

・派遣先の概要書（参考様式第１－１４又は１－１５

号） 

・労働者派遣契約書の写し  

・派遣先に係る労働・社会保険及び租税の法令を遵守

していることを証明する資料 

＊第５章第２節第１（１２）の【確認対象の書類】を

参照 

・派遣先に係る運用要領別冊（分野別）に定める確認対

象の書類 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記①の場合＞ 



 

 

 

 

P.１０１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１０１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１０１ 

 

 

 

 

 

特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 労働時間等 

添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記事項 

 

＜右記②の場合＞ 

・特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な技

能水準を有することを証明する資料 

 

①複数分野の指定を受けている特定技能外国人で、分

野の主従関係を変更する場合は、届出が必要 

（注意）新たな分野の指定を受けるためには、在留資格

変更許可申請が必要 

②同一分野内で従事する業務区分を変更する場合には

届出が必要 

（注意）従事する業務が属する特定産業分野を変更す

る場合は在留資格変更許可申請が必要 

③分野別運用要領に定める「特定技能外国人が従事す

る業務」に従事しないこととなった場合に届出が必要 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記①②の場合＞ 

・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する

協定書の写し（１年単位の変形労働時間の場合） 

＜右記③の場合＞ 

・フルタイムではないことの理由書 

 

 

 

 

①変形労働時間制を採用又は廃止した場合は届出が必

要 

・特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な技

能水準を有することを証明する資料 

 

 

①同一分野内で従事する業務区分を変更する場合には

届出が必要（従事する業務が属する特定産業分野を変

更する場合は在留資格変更許可申請が必要） 

②分野別運用要領に定める「特定技能外国人が従事す

る業務」に従事しないこととなった場合に届出が必要 

 

 

 

 

 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記①又は②（１年単位の変形労働制を採用してい

る場合に限る。）の場合＞ 

・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する

協定書の写し 

・特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した

年間のカレンダーの写し  

＜右記③の場合＞ 

・フルタイムではないことの理由書 

 

①１年単位の変形労働時間制を採用又は廃止した場合

は届出が必要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１０３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○２つ目 

 

②「３．所定労働時間数」又は「４．所定労働日数」を

変更する場合は届出が必要  

③所定労働がフルタイム（労働日数が週５日以上かつ

年間２１７日以上であって、かつ、週労働が３０時間以

上）ではなくなった場合に届出が必要（始業時間及び終

業時間がそれぞれ変更になった場合でも、所定労働時

間等に変更が生じていないのであれば、届出は不要） 

 

 

 

【留意事項】 

○ 届出書に添付する雇用条件書（参考様式第１－６

号）は、変更部分のみ記載してください。また、特定技

能外国人が十分に理解できる言語で記載されており、

かつ特定技能外国人が内容を理解した上で署名がなさ

れていることが必要です（この条件が満たされていれ

ば、雇用条件書に代わる任意の書式でも差し支えあり

ません。）。 

②「３．所定労働時間数」又は「４．所定労働日数」を

変更する場合は届出が必要（年間所定労働日数を当初

の契約より少なくする場合は届出不要）  

③所定労働がフルタイム（労働日数が週５日以上かつ

年間２１７日以上であって、かつ、週労働が３０時間

以上）ではなくなった場合に届出が必要（始業時間及

び終業時間がそれぞれ変更になった場合でも、所定

労働時間等に変更が生じていないのであれば、届出

は不要） 

 

【留意事項】 

○ 雇用条件書（参考様式第１－６号）は、変更部分の

み記載してください。また、特定技能外国人が十分に

理解できる言語で記載されており、かつ特定技能外

国人が内容を理解した上で署名がなされていること

が必要です（この条件が満たされていれば、雇用条件

書に代わる任意の書式でも差し支えありません。）。 

１４ P.１０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１０５ 

第２ 契約終了の

届出 

○１つ目  

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約が終了し

た場合には、当該終了日から１４日以内に、当該機関

の住所（雇用する特定技能外国人の指定書に記載の

住所）を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約

が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由

を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子

届出システムを利用して届出を行わなければなりま

せん。 

 

【留意事項】 

○ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約が終了し

た場合には、当該終了日から１４日以内に、出入国在

留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

か、当該機関の住所（雇用する特定技能外国人の指定

書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留管理局

に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び

終了の事由を記載した書面を提出して届出を行わな

ければなりません。 

 

【留意事項】 



 

 

 

 

 

 

P.１０５ 

 

○４つ目 

 

 

 

 

 

○７つ目 

○ 特定技能雇用契約を終了する場合、受入れ困難に

係る届出書（参考様式第３－４号）をあらかじめ提出

しておかなければなりません（詳細については、下記

第４節を参照してください。）。 

 

 

○ 企業の合併、分割、法人化などに伴い特定技能所属

機関が変更になった場合、届出は不要です（別途、在

留資格変更許可申請が必要です。）が、合併、分割、

法人化などする前に特定技能外国人が自発的に離職

した又は解雇された場合は届出が必要です（下記第

４節の「特定技能外国人の受入れ困難時の届出」も必

要です。）。 

○ 特定技能雇用契約を終了する場合、受入れ困難に

係る届出書（参考様式第３－４号）をあらかじめ提出

しておかなければなりません（自己都合退職を除き

ます。 詳細については、下記第４節を参照してくだ

さい。）。 

 

○ 企業の合併、分割、法人化などに伴い特定技能所属

機関が変更になった場合、届出は不要です（別途、在

留資格変更許可申請が必要です。）が、合併、分割、

法人化などする前に特定技能外国人が自発的に離職

した場合又は解雇した場合は届出が必要です（解雇

した場合は下記第４節の「特定技能外国人の受入れ

困難に係る届出」も必要です。）。 

１５ P.１０６ 

 

 

第３ 新たな契約

締結の届出 

○１つ目 

○ 特定技能所属機関は、新たな特定技能雇用契約を

締結した場合には、当該契約締結日から１４日以内

に、当該機関の住所（雇用する特定技能外国人の指定

書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留管理局

に新たな契約を締結した旨並びに当該契約の締結年

月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出する

か出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届

出を行わなければなりません。 

○ 特定技能所属機関は、新たな特定技能雇用契約を

締結した場合には、当該契約締結日から１４日以内

に、出入国在留管理庁電子届出システムを利用して

届出を行うか、当該機関の住所（雇用する特定技能外

国人の指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国

在留管理局に新たな契約を締結した旨並びに当該契

約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面

を提出して届出を行わなければなりません。 

１６ P.１０７ 

 

 

 

 

 

 

第２節 １号特定

技能外国人支援計

画に関する届出 

○１つ目 

 

 

 

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人支援計

画を変更（法務省令で定める軽微な変更を除く。次の

別表を参照してください。）した場合には、当該変更

日から１４日以内に、当該機関の住所（雇用する特定

技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地方

出入国在留管理局に当該計画を変更した旨並びに当

該変更年月日及び変更後の計画の内容を記載した書

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人支援計

画を変更（法務省令で定める軽微な変更を除く。次の

別表を参照してください。）した場合には、当該変更

日から１４日以内に、出入国在留管理庁電子届出シ

ステムを利用して届出を行うか、当該機関の住所（雇

用する特定技能外国人の指定書に記載の住所）を管

轄する地方出入国在留管理局に当該計画を変更した



 

 

 

 

P.１０７ 

 

 

 

 

別表（１号特定技

能外国人支援計画

の変更関係） 

Ⅲ 登録支援機関 

添付書類 

面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システム

を利用して届出を行わなければなりません。 

 

 

＜共通＞ 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１―１

７号） 

＜右記①及び②の場合＞ 

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第２

－３号） 

＜右記⑦の場合＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

旨並びに当該変更年月日及び変更後の計画の内容を

記載した書面を提出して届出を行わなければなりま

せん。 

 

＜共通＞ 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１―１

７号） 

＜右記①又は②の場合＞ 

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第２

－３号） 

＜右記⑦の場合＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

１７ P.１１０ 第３節 登録支援

機関との委託契約

に関する届出 

第１ 契約締結の

届出 

○１つ目 

○ 特定技能所属機関は、登録支援機関との間で１号

特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するた

めの契約（以下「支援委託契約」という。）を締結し

た場合には、当該契約の締結日から１４日以内に、当

該特定技能所属機関の住所（雇用する特定技能外国

人の指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在

留管理局に当該契約を締結した旨並びに当該契約の

締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提

出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用

して届出を行わなければなりません。 

○ 特定技能所属機関は、登録支援機関との間で１号

特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するた

めの契約（以下「支援委託契約」という。）を締結し

た場合には、当該契約の締結日から１４日以内に、出

入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を

行うか、当該特定技能所属機関の住所（雇用する特定

技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地方

出入国在留管理局に当該契約を締結した旨並びに当

該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した

書面を提出して届出を行わなければなりません。 

１８ P.１１１ 第２ 契約変更の

届出 

○１つ目 

○ 特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託

契約を変更した場合には、当該契約の締結日から１

４日以内に、当該特定技能所属機関の住所（雇用する

特定技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する

地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並び

○ 特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託

契約を変更した場合には、当該契約の締結日から１

４日以内に、出入国在留管理庁電子届出システムを

利用して届出を行うか、当該特定技能所属機関の住

所（雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所）



に当該契約の変更年月日及び当該契約の内容を記載

した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出シ

ステムを利用して届出を行わなければなりません。 

なお、別表の項番及び変更事項欄は、登録支援機関との

支援委託契約に関する説明書（参考様式第１－２５

号）の項目に対応しています。 

を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更

した旨並びに当該契約の変更年月日及び当該契約の

内容を記載した書面を提出して届出を行わなければ

なりません。 

なお、別表の項番及び変更事項欄は、登録支援機関との

支援委託契約に関する説明書（参考様式第１－２５

号）の項目に対応しています。 

１９ P.１１２ 第３ 契約終了の

届出 

○１つ目 

〇 特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託

契約が終了した場合には、当該終了日から１４日以

内に、当該特定技能所属機関の住所（雇用する特定技

能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地方出

入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該

終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出す

るか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して

届出を行わなければなりません。 

〇 特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託

契約が終了した場合には、当該終了日から１４日以

内に、出入国在留管理庁電子届出システムを利用し

て届出を行うか、当該特定技能所属機関の住所（雇用

する特定技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄

する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨

並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書

面を提出して届出を行わなければなりません。 

２０ P.１１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 特定技能

外国人の受入れ困

難時の届出 

○１つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れが

困難となった場合は、当該事由が生じた日から１４

日以内に、当該機関の住所（雇用する特定技能外国人

の指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留

管理局に次の事項を記載した書類を提出するか出入

国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行

わなければなりません。 

① 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並

びにその発生時期及び原因 

② 特定技能外国人の現状 

③ 特定技能外国人としての活動の継続のための措 

置  

 

○ 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れが

困難となった場合は、当該事由が生じた日から１４

日以内に、出入国在留管理庁電子届出システムを利

用して届出を行うか、当該機関の住所（雇用する特定

技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地方

出入国在留管理局に次の事項を記載した書類を提出

して届出を行わなければなりません。 

① 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並

びにその発生時期及び原因 

② 特定技能外国人の現状 

③ 特定技能外国人としての活動の継続のための措 

置  

 



 

 

 

P.１１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 受入れ困難の事由が発生した日から１４日以内に

受入れ困難の届出を行わなければなりません。 

 

○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に 

・経営上の都合により解雇の予告をしたとき・

特定技能所属機関が基準不適合となり、特定技

能外国人の受入れの継続が困難となったとき 

・法人の解散の意思決定がなされたとき 

・重責解雇（労働者の責めに帰すべき事由によ

るもの）となるような事由が判明したとき 

・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をした

とき（引き続き雇用する場合を含む） 

・特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継

続が困難になったとき  

・特定技能外国人が行方不明となったとき 

・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき 

・特定技能外国人が許可を受けた日から１か月

経過しても就労を開始していない場合 

・特定技能外国人が雇用後に１か月以上活動が

できない事情が生じた場合 

などがあります。 

   ※ 自己都合退職の申出があった時点での受入

れ困難に係る届出の提出は不要です（その後

特定技能外国人が退職した場合には、雇用契

約終了（本章第１節第２）の届出を提出する必

要があります。）。  

※ 特定技能外国人が許可を受けてから１か月

経過しても就労を開始できない場合も受入れ

（削除） 

 

 

○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に 

・経営上の都合により解雇の予告をしたとき・

特定技能所属機関が基準不適合となり、特定技

能外国人の受入れの継続が困難となったとき 

・法人の解散の意思決定がなされたとき 

・重責解雇（労働者の責めに帰すべき事由によ

るもの）となるような事由が判明したとき 

・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をした

とき（自己都合退職した場合を除く。） 

・特定技能外国人が行方不明となったとき 

・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき 

・特定技能外国人が許可を受けた日から１か月

経過しても就労を開始していない場合 

・特定技能外国人が雇用後に１か月以上活動が

できない事情（産前産後休業、育児休業、病気・

怪我（労災を含む。）による休業等）が生じた場

合 

などがあります。 

   ※ 特定技能外国人が許可を受けてから１か月

経過しても就労を開始できない場合も受入れ

困難の事由に含まれます。受入れ予定の外国

人の在留審査の結果等の情報については、確

実に把握するよう努めてください。 

 

 



 

 

 

 

P.１１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１１５ 

 

 

 

 

 

 

P.１１５ 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○５つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○６つ目 

 

 

 

 

 

 

○７つ目 

 

 

困難の事由に含まれます。受入れ予定の外国

人の在留審査の結果等の情報については、確

実に把握するよう努めてください。 

 

○ 特定技能外国人が、再入国許可（みなし再入国許可

を含む。）を受けずに出国した場合又は再入国許可

（みなし再入国許可を含む。）を受け出国したが同許

可期限内に再入国しなかった場合、その時点で在留

カードが失効します。それに伴い、特定技能雇用契約

も終了するため、受入れ困難の届出と雇用契約終了

の届出（詳細は前記第１節第２を御確認ください。）

が必要になります。 

  なお、事前に再入国許可（みなし再入国許可を含

む。）を受けずに出国すること、又は再入国許可（み

なし再入国許可を含む。）を受け出国したが同許可期

限内に再入国しないことが判明した場合は、その時

点で先に受入れ困難の届出を行ってください。  

 

○ 一部の分野において、特定技能所属機関は分野別

協議会へ入会することが求められていますが、分野

別協議会への入会が拒否された場合や退会した 場

合には、特定技能所属機関は基準を満たさないこと

になり、引き続き特定技能外国人を受け入れること

ができないことから、届出が必要です。 

 

○ 企業の合併、分割、法人化などに伴い特定技能所属

機関が変更になる場合、届出は不要です（別途、在留

資格変更許可申請が必要です。）が、合併、分割、法

 

 

 

 

○ 特定技能外国人が、再入国許可（みなし再入国許可

を含む。）を受けずに出国すること又は再入国許可

（みなし再入国許可を含む。）を受け出国したが同許

可期限内に再入国しないことが判明した場合、受入

れ困難に係る届出を行ってください（自己都合退職

を除きます。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 分野別協議会又は特定技能外国人受入事業実施法

人を退会等した 場合は、特定技能所属機関は基準を

満たさないことになり、引き続き特定技能外国人を

受け入れることができないことから、届出が必要で

す。 

 

 

○ 企業の合併、分割、法人化などに伴い特定技能所属

機関が変更になる場合、届出は不要です（別途、在留

資格変更許可申請が必要です。）が、合併、分割、法



 

 

 

 

 

 

P.１１５ 

 

 

 

 

 

 

 

○１０個目 

人化などする前に特定技能外国人が自発的に離職す

る又は特定技能外国人を解雇する場合は、それらが

判明した時点で届出が必要です（実際に離職又は解

雇された場合は、前記第１節第２の「契約終了の届

出」も必要になります。）。 

 

○ その他の届出事由の場合には、受入れ困難となる

に至った経緯に係る説明書（参考様式第５－１１号）

を添付し、以下を具体的に記載してください。 

・届出に至った経緯 

・転職に係る支援を行う場合はその内容 

・帰国に係る支援を行う場合は帰国予定日及び航空券

の手配状況 

・特定技能外国人の連絡先となる電話番号（特定技能

外国人自身が携帯電話契約をしていない場合でも、他

に連絡を取ることが可能な電話番号がある場合は当該

番号） 

・特定技能外国人の法的保護を図るための情報提供実

施の有無 

※ 情報の例としては以下のとおりです。 

・ハローワーク等を利用して転職先を探すことが可能

であること 

・転職する場合には在留資格変更許可申請が必要であ

ること 

・転居した場合、１４日以内に市町村に届け出る必要

があること 

・在留資格変更許可又は資格外活動許可を受けること

なく稼働した場合、在留資格の取消しや退去強制の対

人化などする前に特定技能外国人が自発的に離職す

る又は特定技能外国人を解雇する場合は、それらが

判明した時点で届出が必要です（実際に離職又は解

雇した場合は、前記第１節第２の「契約終了の届出」

も必要になります。）。 

 

○ その他の届出事由の場合には、受入れ困難となる

に至った経緯に係る説明書（参考様式第５－１１号）

を添付し、以下を具体的に記載してください。 

・届出に至った経緯 

・転職に係る支援を行う場合はその内容 

・帰国に係る支援を行う場合は帰国予定日及び航空券

の手配状況 

・特定技能外国人の連絡先となる電話番号（特定技能

外国人自身が携帯電話契約をしていない場合でも、他

に連絡を取ることが可能な電話番号がある場合は当該

番号） 

・特定技能外国人の法的保護を図るための情報提供実

施の有無 

※ 情報の例としては以下のとおりです。 

・ハローワーク等を利用して転職先を探すことが可能

であること 

・転職する場合には在留資格変更許可申請が必要であ

ること 

・転居した場合、１４日以内に市町村に届け出る必要

があること 

・在留資格変更許可又は資格外活動許可を受けること

なく稼働した場合、在留資格の取消しや退去強制の対



象となること 

・正当な理由なく特定技能外国人としての活動を行わ

ずに３か月以上在留している場合、在留資格の取消し

の対象となること 

・特定技能１号の在留資格で在留できる期間は５年が

限度であり、転職活動等を行う期間や一時帰国の期間

も５年に含まれること 

・特定技能外国人本人も、雇用契約終了について、１４

日以内に出入国在留管理庁に届け出る必要があること 

象となること 

・正当な理由なく特定技能外国人としての活動を行わ

ずに３か月以上在留している場合、在留資格の取消し

の対象となること 

・特定技能１号の在留資格で在留できる期間は原則５

年が限度であり、転職活動等を行う期間や一時帰国の

期間も５年に含まれること 

・特定技能外国人本人も、雇用契約終了について、１４

日以内に出入国在留管理庁に届け出る必要があること 

２１ P.１１７ 第５節 特定技能

雇用契約及び１号

特定技能外国人支

援計画の基準等を

定める省令の基準

不適合に係る届出 

○１つ目 

○ 特定技能所属機関は、自らが特定技能雇用契約及

び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省

令第２条に定める特定技能雇用契約の相手方（特定

技能所属機関）の基準に適合しないこととなる事由

（以下「基準不適合」という。）が生じたことをを認

知した場合には、当該認知の日から１４日以内に、当

該機関の住所（雇用する特定技能外国人の指定書に

記載の住所）を管轄する地方出入国在留管理局に当

該基準不適合を認知した旨及び当該基準不適合の発

生時期、認知時期、当該基準不適合等への対応並びに

当該基準不適合等の内容を記載した書面を提出する

か出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届

出を行わなければなりません。 

○ 特定技能所属機関は、自らが特定技能雇用契約及

び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省

令第２条に定める特定技能雇用契約の相手方（特定

技能所属機関）の基準に適合しないこととなる事由

（以下「基準不適合」という。）が生じたことを認知

した場合には、当該認知の日から１４日以内に、出入

国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行

うか、当該機関の住所（雇用する特定技能外国人の指

定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留管理

局に当該基準不適合を認知した旨及び当該基準不適

合の発生時期、認知時期、当該基準不適合等への対応

並びに当該基準不適合等の内容を記載した書面を提

出して届出を行わなければなりません。 

２２ P.１１９ 

 

 

 

 

 

第６節 特定技能

外国人の受入れ・

活動・支援実施状

況に係る届出 

○１つ目 

 

○ 入管法施行規則が改正されたことに伴い、令和７

年６月１日以降（※）は、特定技能所属機関は、１年

に１度、当該機関の住所（雇用する特定技能外国人の

指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留管

理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとし

て法務省令で定める事項を記載した書類を提出する

○ 特定技能所属機関は、１年に１度、特定技能外国人

の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事

項について、出入国在留管理庁電子届出システムを

利用して届出を行うか、当該機関の住所（雇用する特

定技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地

方出入国在留管理局に書類を提出して届出を行わな



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届

出を行わなければなりません。 

 ※ 改正入管法施行規則の附則の規定により、定期

届出については、令和７年５月３１日まで従前の

定期届出の規定が適用されます。したがって、令和

７年の第１四半期（対象期間：１月１日から３月３

１日）の定期届出は、令和７年４月１日から４月１

５日までに提出する必要があります。なお、改正後

の規定に基づき、同届出を最初に提出するのは、令

和８年４月１日から同年５月３１日となります。  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  以下の適格性書類については、「特定技能外国人

の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」の添付書

類として提出しなければなりません。 

 

（適格性書類） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－

１号） 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員の住民票の写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様

式第１－２３号） 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資

料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資

料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資



 

 

P.１２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 

 

○ これらの適格性書類については、一定の基準を満

たす場合、提出を省略することが可能です。一定の基

準とは、①過去３年間に指導勧告書の交付又は改善

命令処分を受けておらず、②在留諸申請をオンライ

ン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ③一定の実

績があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機

関（下記①から⑥までのいずれかに該当する機関）で

あることです。詳細は、出入国在留管理庁ホームペー

ジを御参照ください。 

 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別

加算の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベー

ション創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書

合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉

徴収税額が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受

入れ実績を有し、過去３年間に債務超過となっ

ていない法人 

 

なお、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を

電子届出で行うためには、事前の利用者登録が必要

です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 入管法施行規則が改正されたことに伴い、届出書

本体及び別紙に加えて、添付書類として適格性書類

（添付資料）の提出が必要となります。 

なお、届出時点で基準に適合していることを誓約

しており、過去３年間に指導勧告書の交付又は改善

命令処分を受けておらず、オンライン申請及び電子

届出を活用することを誓約している機関（※）であ

って、かつ次の①から⑥のいずれかに該当する機関

については、適正な受入れを行うことが見込まれる

機関等として適格性書類の提出を省略することが可

能です。 

※ 令和８年４月１日以降に提出する定期届出におい

て、オンライン申請及び電子届出を行うことが適格

性書類の省略を認める必須要件となりますので、書

類の省略を希望される場合には、オンライン申請及

び電子届出の利用者登録を行ってください。 

 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加

算の項の中欄イ又はロの対 

象企業（イノベーション創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

また、適格性書類等の提出を省略する場合であっ

ても、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出

を求められた場合は提出する必要があることに留意

願います。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合

計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収

税額が１,０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受入

れ実績を有し、過去３年間に 

債務超過となっていない法人 

（基準適合性に係る書類について省略を希望する場合

の添付資料） 

・ 基準適合性に係る誓約書・特定産業分野に係る説

明書（参考様式第５ー１６号） 

・ 特定産業分野ごとに提出を要する書類 

 

○ 前述の機関に該当しない機関又は過去３年間に指

導勧告書の交付又は改善命令処分を受けている機関

については、次の添付資料の提出が必要となります。 

・ 基準適合性及び特定産業分野に係る説明書（参考

様式第５ー１７号） 

・ 特定技能所属機関概要書  

・ 登記事項証明書  

・ 業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能

所属機関の役員に関する誓約書 

・ 労働保険料の納付に係る資料  

・ 社会保険料の納付に係る資料  

・ 国税の納付に係る資料  

・ 法人住民税の納付に係る資料 

・ 特定産業分野ごとに提出を要する書類 

 

【確認対象の書類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 



 

 

 

 

類】 

  

 

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（参考様式

第３－６号） 

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況（参考

様式第３－６号別紙１） 

・特定技能所属機関の適格性に関する資料 

  

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（参考様式

第３－６号） 

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況（参考

様式第３－６号別紙１） 

・適格性書類 

  ＊一定の基準を満たす場合は、適格性書類の提出

は不要です。 

２３ P.１２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１２３ 

 

第７節 １号特定

技能外国人支援計

画の実施困難に係

る届出 

○１つ目 

 

 

 

 

【留意事項】 

○５つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

○６つ目 

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人支援計

画に基づく支援について実施困難となる事由が生じ

た場合には、当該認知の日から１４日以内に、当該機

関の住所（雇用する特定技能外国人の指定書に記載

の住所）を管轄する地方出入国在留管理局に１号特

定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書を提

出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用

して届出を行わなければなりません。 

 

【留意事項】 

○ 定期的な面談を実施した場合は、問題の有無にか

かわらず、定期面談報告書（参考様式第５－５号、第

５－６号）を作成して、地方出入国在留管理局・支局

から求めがあった場合には、いつでも提出できるよ

うにしておく必要があります。その上で、支援の実施

困難な事情が生じた場合は、届出書にその旨記載の

上、定期面談報告書の写しとともに提出してくださ

い。 

 

○ 定期的な面談や相談の結果、基準不適合の発生を

知った場合は、必要に応じて特定技能外国人の保護

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人支援計

画に基づく支援について実施困難となる事由が生じ

た場合には、当該認知の日から１４日以内に、出入国

在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

か、当該機関の住所（雇用する特定技能外国人の指定

書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留管理局

に１号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届

出書を提出して届出を行わなければなりません。 

 

【留意事項】 

○ 定期的な面談を実施した場合は、問題の有無にか

かわらず、定期面談報告書（参考様式第５－５号、第

５－６号）を作成して、地方出入国在留管理局から求

めがあった場合には、いつでも提出できるようにし

ておく必要があります。その上で、支援の実施困難な

事情が生じた場合は、届出書にその旨記載の上、定期

面談報告書の写しとともに提出してください。 

 

 

○ 定期的な面談や相談の結果、基準不適合の発生を

知った場合は、必要に応じて特定技能外国人の保護



を図るための措置及び関係行政機関への通報を行わ

なければなりません。 

  また、特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人

支援計画の基準等を定める省令の基準不適合を認知

した特定技能所属機関は、地方出入国在留管理局・支

局に「特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支

援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届

出書（参考様式第３－５号）」を提出する必要があり

ます（同届出の詳細については、本要領第７章第５節

を参照してください。）。 

を図るための措置及び関係行政機関への通報を行わ

なければなりません。 

  また、特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人

支援計画の基準等を定める省令の基準不適合を認知

した特定技能所属機関は、地方出入国在留管理局に

「特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計

画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出書

（参考様式第３－５号）」を提出する必要があります

（同届出の詳細については、本要領第７章第５節を

参照してください。）。 

２４ P.１３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 登録拒否事

由 

（３）出入国又は

労働関係法令に関

し不正行為を行っ

たことによる拒否

事由 

【留意事項】 

○１つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為の例の

主なものとしては、次の表に該当するものが挙げら

れます。 

表（出入国又は労働関係法令に関する主な不正行為） 

 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不

当な行為 

イ 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為 

ロ 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 

ハ 
外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行

為 

ニ 
イからハまでに掲げるもののほか、外国人の人権を著し

く侵害する行為 

ホ 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関し不正

又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、そ

の事業活動に関し外国人に不正に入管法第３章第１節

若しくは第２節の規定による証明書の交付、上陸許可の

【留意事項】 

○ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為の例の

主なものとしては、次の表に該当するものが挙げら

れます。 

表（出入国又は労働関係法令に関する主な不正行為） 

 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不

当な行為 

イ 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為 

ロ 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 

ハ 
外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行

為 

ニ 
イからハまでに掲げるもののほか、外国人の人権を著し

く侵害する行為 

ホ 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関し不正

又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、そ

の事業活動に関し外国人に不正に入管法第３章第１節

若しくは第２節の規定による証明書の交付、上陸許可の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証印若しくは許可、同章第４節の規定による上陸の許可

若しくは入管法第４章第１節若しくは第２節若しくは

第５章第３節の規定による許可を受けさせる目的又は

法第１９条の２３の規定による登録支援機関の登録若

しくは登録の更新を受ける目的で、偽造若しくは変造さ

れた文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図

画を行使し、又は提供する行為 

へ 

外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若

しくは財産の管理又は雇用契約の不履行に係る違約金

契約を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移

転を予定する契約を締結する行為 

ト 

外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族そ

の他当該外国人と社会生活において密接な関係を有す

る者との間で、雇用契約に基づく当該外国人の本邦にお

ける活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかん

を問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは雇

用契約の不履行について違約金を定める契約その他の

不当に金銭その他財産の移転を予定する契約を締結し

た者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を

受けて、当該外国人の支援委託契約を締結する行為 

チ 
法第２４条第３号の４イからハまでに掲げるいずれか

の行為を行い、唆し、又はこれを助ける行為 

リ 

外国人の就労に関し、労働基準法又は労働安全衛生法

（昭和４７年法律第５７号）その他これらに類する法令

の規定に違反する行為 

ヌ 
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護

に関する法律（平成２８年１１月２８日法律第８９号）

証印若しくは許可、同章第４節の規定による上陸の許可

若しくは入管法第４章第１節若しくは第２節若しくは

第５章第３節の規定による許可を受けさせる目的又は

法第１９条の２３の規定による登録支援機関の登録若

しくは登録の更新を受ける目的で、偽造若しくは変造さ

れた文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図

画を行使し、又は提供する行為 

へ 

外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若

しくは財産の管理又は雇用契約の不履行に係る違約金

契約を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移

転を予定する契約を締結する行為 

ト 

外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族そ

の他当該外国人と社会生活において密接な関係を有す

る者との間で、雇用契約に基づく当該外国人の本邦にお

ける活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかん

を問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは雇

用契約の不履行について違約金を定める契約その他の

不当に金銭その他財産の移転を予定する契約を締結し

た者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を

受けて、当該外国人の支援委託契約を締結する行為 

チ 
法第２４条第３号の４イからハまでに掲げるいずれか

の行為を行い、唆し、又はこれを助ける行為 

リ 

外国人の就労に関し、労働基準法又は労働安全衛生法

（昭和４７年法律第５７号）その他これらに類する法令

の規定に違反する行為 

ヌ 
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護

に関する法律（平成２８年１１月２８日法律第８９号）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３７条第１項の規定により監理許可を取り消された

法人である場合の当該取消しの処分を受ける原因とな

った行為及び同法第１６条第１項の規定により実習認

定を取り消された場合の当該取消しを受ける原因とな

った行為 

ル 

出入国管理及び難民認定施行規則等の一部を改正する

等の省令（平成２９年法務省令第１９号）による改正前

の出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基

準を定める省令（以下「改正前の上陸基準省令」という。）

の表の法別表第１の２の表の技能実習の項の下欄第１

号イに掲げる活動の項の下欄第１８号に掲げる行為又

は第１号ロに掲げる活動の項の下欄第１６号に掲げる

行為（技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正

行為」の通知を受けており、当該「不正行為」が終了し

た日後、改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ

停止期間が経過していないものに限る。） 

ヲ 

他の機関が出入国又は労働に関する法令に関し不

正又は著しく不当な行為を行った当時、当該他の

機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受

入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事して

いた行為 

ワ 

法第１９条の３２第１項の規定により登録支援機関の

登録の取消しが行われようとする者が当該取消しを免

れる目的で法第１９条の２９第１項に規定による支援

業務の廃止の届出を行う行為 

カ 
１号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関

し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能

第３７条第１項の規定により監理許可を取り消された

法人である場合の当該取消しの処分を受ける原因とな

った行為及び同法第１６条第１項の規定により実習認

定を取り消された場合の当該取消しを受ける原因とな

った行為 

ル 

出入国管理及び難民認定施行規則等の一部を改正する

等の省令（平成２９年法務省令第１９号）による改正前

の出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基

準を定める省令（以下「改正前の上陸基準省令」という。）

の表の法別表第１の２の表の技能実習の項の下欄第１

号イに掲げる活動の項の下欄第１８号に掲げる行為又

は第１号ロに掲げる活動の項の下欄第１６号に掲げる

行為（技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正

行為」の通知を受けており、当該「不正行為」が終了し

た日後、改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ

停止期間が経過していないものに限る。） 

ヲ 

他の機関が出入国又は労働に関する法令に関し不

正又は著しく不当な行為を行った当時、当該他の

機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受

入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事して

いた行為 

ワ 

法第１９条の３２第１項の規定により登録支援機関の

登録の取消しが行われようとする者が当該取消しを免

れる目的で法第１９条の２９第１項に規定による支援

業務の廃止の届出を行う行為 

カ 
１号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関

し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で

特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必

要な記録等を作成しない行為 

ヨ 

特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実

施について、別の機関に再委託する行為又は再委

託を受ける行為 

タ 

１号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機

関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地

方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又

は虚偽の報告を行う行為 

＊上記の表で列挙した行為の具体例として、次のよう

なものが挙げられます。 

① 暴行・脅迫・監禁（同表イ） 

外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行ってい

た場合です。なお、当該行為によって刑事罰に処

せられているか否かを問いません。 

② 旅券・在留カードの取上げ（同表ロ） 

外国人の旅券又は在留カードを、その意思に反

して保管していた場合です。例えば、登録支援機

関において失踪防止の目的などとして、旅券や在

留カードを保管していた場合が該当します。 

③ 外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

（同表ハ） 

外国人の外出、外部との通信等を不当に制限し

ている場合です。例えば、登録支援機関の許可を

得ないで外出することを禁止したり、携帯電話の

所持を禁止したりしていた場合が該当します。 

基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で

特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必

要な記録等を作成しない行為 

ヨ 

特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実

施について、別の機関に再委託する行為又は再委

託を受ける行為 

タ 

１号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機

関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地

方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又

は虚偽の報告を行う行為 

＊上記の表で列挙した行為の具体例として、次のよう

なものが挙げられます。 

① 暴行・脅迫・監禁（同表イ） 

外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行ってい

た場合です。なお、当該行為によって刑事罰に処

せられているか否かを問いません。 

② 旅券・在留カードの取上げ（同表ロ） 

外国人の旅券又は在留カードを、その意思に反

して保管していた場合です。例えば、登録支援機

関において失踪防止の目的などとして、旅券や在

留カードを保管していた場合が該当します。 

③ 外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

（同表ハ） 

外国人の外出、外部との通信等を不当に制限し

ている場合です。例えば、登録支援機関の許可を

得ないで外出することを禁止したり、携帯電話の

所持を禁止したりしていた場合が該当します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他人権を著しく侵害する行為（同表ニ） 

外国人の人権を著しく侵害する行為（前記①か

ら③に該当する行為は除く。）を行っていた場合で

す。例えば、外国人から人権侵害の被害を受けた

旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯

の事実が認められた場合や外国人の意に反して預

金通帳を取り上げていた場合です。 

⑤ 偽変造文書等の行使・提供（同表ホ） 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関

し不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的

又は事業活動に関し、当該外国人に不正に在留資

格認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許

可等を受けさせる目的又は登録支援機関の登録

（更新を含む。）を受ける目的等で偽変造文書等の

行使又は提供をしたことがある場合です。 

なお、出入国又は労働に関する法令に関して行

われた不正又は不当な行為に関する事実を隠蔽す

る目的で、地方出入国在留管理局が実施する調査

を拒んだり妨害した場合等には、その他の出入国

又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当

な行為に該当します。 

⑥ 保証金の徴収等（同表へ及びト） 

外国人やその親族等から、保証金を徴収するな

どしてその財産を管理していた場合や労働契約の

不履行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その

他の財産の移転を予定する契約を締結した場合で

す。例えば、外国人の失踪を防止するために、外

国人やその家族等から保証金を徴収したり、失踪

④ その他人権を著しく侵害する行為（同表ニ） 

外国人の人権を著しく侵害する行為（前記①か

ら③に該当する行為は除く。）を行っていた場合で

す。例えば、外国人から人権侵害の被害を受けた

旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯

の事実が認められた場合や外国人の意に反して預

金通帳を取り上げていた場合です。 

⑤ 偽変造文書等の行使・提供（同表ホ） 

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関

し不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的

又は事業活動に関し、当該外国人に不正に在留資

格認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許

可等を受けさせる目的又は登録支援機関の登録

（更新を含む。）を受ける目的等で偽変造文書等の

行使又は提供をしたことがある場合です。 

なお、出入国又は労働に関する法令に関して行

われた不正又は不当な行為に関する事実を隠蔽す

る目的で、地方出入国在留管理局が実施する調査

を拒んだり、妨害したりした場合等には、その他

の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著

しく不当な行為に該当します。 

⑥ 保証金の徴収等（同表へ及びト） 

外国人やその親族等から、保証金を徴収するな

どしてその財産を管理していた場合や労働契約の

不履行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その

他の財産の移転を予定する契約を締結した場合で

す。例えば、外国人の失踪を防止するために、外

国人やその家族等から保証金を徴収したり、失踪



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した際の違約金を定めていた場合です。また、地

方出入国在留管理局、労働基準監督署等に対して、

不適正な行為を通報すること、休日に許可を得ず

に外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離

席すること等を禁じて、その違約金を定める行為

や受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条

件として、貸付金の返済を免除する内容の契約、

受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金

の残額を一括で返済する内容の契約、外国人やそ

の家族等から商品又はサービスの対価として不当

に高額な金銭の徴収を予定する契約についても、

「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契

約」に該当します。 

また、特定技能所属機関との支援委託契約を締

結するに際し、これをあっせんする第三者がいる

場合において、当該第三者が保証金の徴収等を行

っている者であることを知りながら、当該第三者

からの紹介を受けて特定技能所属機関と支援委託

契約を締結する行為も該当します。 

なお、これらの契約の締結の有無及び内容の如

何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不

当に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ

場合には、その他の出入国又は労働に関する法令

に関し不正又は著しく不当な行為に該当します。 

⑦ 不法就労者の雇用（同表チ） 

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさ

せる行為、②外国人に不法就労活動をさせるため

にこれを自己の支配下に置く行為又は、③業とし

したりした際の違約金を定めていた場合です。ま

た、地方出入国在留管理局、労働基準監督署等に

対して、不適正な行為を通報すること、休日に許

可を得ずに外出すること、業務従事時間中にトイ

レ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定

める行為や受入れ外国人が一定期間勤務すること

を停止条件として、貸付金の返済を免除する内容

の契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合

に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約、外

国人やその家族等から商品又はサービスの対価と

して不当に高額な金銭の徴収を予定する契約につ

いても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定す

る契約」に該当します。 

また、特定技能所属機関との支援委託契約を締

結するに際し、これをあっせんする第三者がいる

場合において、当該第三者が保証金の徴収等を行

っている者であることを知りながら、当該第三者

からの紹介を受けて特定技能所属機関と支援委託

契約を締結する行為も該当します。 

なお、これらの契約の締結の有無及び内容の如

何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不

当に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ

場合には、その他の出入国又は労働に関する法令

に関し不正又は著しく不当な行為に該当します。 

⑦ 不法就労者の雇用（同表チ） 

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさ

せる行為、②外国人に不法就労活動をさせるため

にこれを自己の支配下に置く行為又は、③業とし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、①及び②の行為に関しあっせんする行為のい

ずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合です。 

⑧ 労働関係法令違反（同表リ） 

登録支援機関において、外国人の就労活動に関

し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等

の労働関係法令について違反があった場合です。

外国人の就労活動に関しとは、登録支援機関によ

る当該違反行為の対象者が外国人である場合をい

い、当該違反行為により１号特定技能外国人支援

計画の適正な履行を確保できないと判断されると

きに該当します。 

⑨ 監理許可の取消し（同表ヌ及びル） 

登録支援機関が、技能実習制度における監理団

体であった場合に、改正前の上陸基準省令の表の

技能実習の項の下欄第１号に掲げる活動の項の下

欄第１６号の表に掲げる行為（技能実習の適正な

実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受

けており、当該「不正行為」が終了した日後、改

正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止

期間が経過していないものに限る。）を行った場合

又は技能実習法第３７条第１項の規定により監理

許可を取り消された場合が該当します。 

⑩ 不正行為当時の役員（同表ヲ） 

登録支援機関の経営者が他の機関が不正行為を

行った当時に当該機関の経営者等に就任して外国

人の受入れ等に係る業務に従事していた場合が該

当します。 

⑪ 登録支援機関の登録取消しを逃れる行為（同表

て、①及び②の行為に関しあっせんする行為のい

ずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合です。 

⑧ 労働関係法令違反（同表リ） 

登録支援機関において、外国人の就労活動に関

し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等

の労働関係法令について違反があった場合です。

外国人の就労活動に関しとは、登録支援機関によ

る当該違反行為の対象者が外国人である場合をい

い、当該違反行為により１号特定技能外国人支援

計画の適正な履行を確保できないと判断されると

きに該当します。 

⑨ 監理許可の取消し（同表ヌ及びル） 

登録支援機関が、技能実習制度における監理団

体であった場合に、改正前の上陸基準省令の表の

技能実習の項の下欄第１号に掲げる活動の項の下

欄第１６号の表に掲げる行為（技能実習の適正な

実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受

けており、当該「不正行為」が終了した日後、改

正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止

期間が経過していないものに限る。）を行った場合

又は技能実習法第３７条第１項の規定により監理

許可を取り消された場合が該当します。 

⑩ 不正行為当時の役員（同表ヲ） 

登録支援機関の経営者が他の機関が不正行為を

行った当時に当該機関の経営者等に就任して外国

人の受入れ等に係る業務に従事していた場合が該

当します。 

⑪ 登録支援機関の登録取消しを逃れる行為（同表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワ） 

登録支援機関の登録の取消しが行われようとし

ている者が、登録取消しを免れる目的で支援業務

の廃止の届出を行った場合です。 

⑫ １号特定技能外国人支援計画に基づく支援にお

ける不正行為 

定期的な面談（オンライン会議システム等を活

用する場合を含む。）や相談等において、出入国又

は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽

する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる

行為や基準不適合に該当し得る内容等について相

談記録書や定期面談報告書を作成しない場合など

がこれに該当します。 

⑬ 支援委託業務を再委託する行為・再委託を受け

る行為 

   入管法第１９条の３０により登録支援機関は委

託に係る適合１号特定技能外国人支援計画に基づ

く支援を自ら行うことが求められており、特定技

能所属機関から全部委託を受けた支援の実施につ

いて、別の機関に再委託する行為がこれに該当し

ます。 

なお、登録前に再委託を受ける行為も同様に不

正行為に該当することに留意してください。 

⑭ １号特定技能外国人支援計画の実施における特

異事案報告に関する不作為等 

１号特定技能外国人支援計画の実施における特

異事案報告に関し、支援を実施しなかったこと、

支援を通じて特定技能所属機関の基準不適合を把

ワ） 

登録支援機関の登録の取消しが行われようとし

ている者が、登録取消しを免れる目的で支援業務

の廃止の届出を行った場合です。 

⑫ １号特定技能外国人支援計画に基づく支援にお

ける不正行為 

定期的な面談（オンライン会議システム等を活

用する場合を含む。）や相談等において、出入国又

は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽

する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる

行為や基準不適合に該当し得る内容等について相

談記録書や定期面談報告書を作成しない場合など

がこれに該当します。 

⑬ 支援委託業務を再委託する行為・再委託を受け

る行為 

   入管法第１９条の３０により登録支援機関は委

託に係る適合１号特定技能外国人支援計画に基づ

く支援を自ら行うことが求められており、特定技

能所属機関から全部委託を受けた支援の実施につ

いて、別の機関に再委託する行為がこれに該当し

ます。 

なお、登録前に再委託を受ける行為も同様に不

正行為に該当することに留意してください。 

⑭ １号特定技能外国人支援計画の実施における特

異事案報告に関する不作為等 

１号特定技能外国人支援計画の実施における特

異事案報告に関し、支援を実施しなかったこと、

支援を通じて特定技能所属機関の基準不適合を把



 

 

 

 

 

 

 

 

握した場合などに、当該事実を隠蔽する目的で地

方出入国在留管理局に報告しなかった場合（不作

為）や虚偽の報告を行った場合がこれに該当しま

す。 

握した場合などに、当該事実を隠蔽する目的で地

方出入国在留管理局に報告しなかった場合（不作

為）や虚偽の報告を行った場合がこれに該当しま

す。 

２５ P.１５２ 第２節 登録支援

機関に関する届出

等 

○１つ目 

○ 本節に定める届出は、届出書及び必要な添付資料

を地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行って

ください。 

また、同届出は、インターネットを介して行うこ

ともできます。インターネットを介して行う場合は、

「出入国在留管理庁」ウェブサイト内の「出入国在

留管理庁電子届出システム」ボタンをクリックして、

届出を行ってください（事前に利用者情報登録をす

る必要があります。）。 

なお、掲載場所は、末尾の別表のとおりです（令和

3 年 4 月 1 日から利用開始。）。 

○ 本節に定める届出は、届出書及び必要な添付資料

を地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行って

ください。 

また、同届出は、インターネットを介して行うこ

ともできます。インターネットを介して行う場合は、

「出入国在留管理庁」ウェブサイト内の「出入国在

留管理庁電子届出システム」ボタンをクリックして、

届出を行ってください（事前に利用者情報登録をす

る必要があります。）。 

 

２６ P.１５３ 第１ 変更の届出 

○１つ目 

○ 登録支援機関は、登録した申請書の記載事項に掲

げる事項（次の別表の「変更事項」欄に掲げる事項）

に変更があったときは、登録事項変更に関する届出

書（入管法施行規則別記第２９号の１６様式。以下

「別記第２９号の１６様式」という。）を登録支援機

関の住所（本店又は主たる事務所）を管轄する地方出

入国在留管理局に提出するか出入国在留管理庁電子

届出システムを利用して届出を行わなければなりま

せん。 

○ 登録支援機関は、登録した申請書の記載事項に掲

げる事項（次の別表の「変更事項」欄に掲げる事項）

に変更があったときは、出入国在留管理庁電子届出

システムを利用して届出を行うか、登録事項変更に

関する届出書（入管法施行規則別記第２９号の１６

様式。以下「別記第２９号の１６様式」という。）を

登録支援機関の住所（本店又は主たる事務所）を管轄

する地方出入国在留管理局に提出して届出を行わな

ければなりません。 

２７ P.１５６ 第３ 休廃止の届

出等 

○１つ目 

○ 登録支援機関は、支援業務を休廃止したときは、休

廃止日から１４日以内に、支援業務の休止又は廃止

に係る届出書（参考様式第４－１号）を登録支援機関

の住所（本店又は主たる事務所）を管轄する地方出入

○ 登録支援機関は、支援業務を休廃止したときは、休

廃止日から１４日以内に、出入国在留管理庁電子届

出システムを利用して届出を行うか、支援業務の休

止又は廃止に係る届出書（参考様式第４－１号）を登



国在留管理局に提出するか出入国在留管理庁電子届

出システムを利用して届出を行わなければなりませ

ん。 

録支援機関の住所（本店又は主たる事務所）を管轄す

る地方出入国在留管理局に提出して届出を行わなけ

ればなりません。 

２８ P.１５９ 第４ 支援の実施

状況等に関する届

出・報告 

（２）１号特定技

能外国人支援計画

の実施における特

異事案報告 

○１つ目 

○ 登録支援機関は、支援の全部委託を受けた１号特

定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する際、

支援の実施困難な事由又は支援の委託を受けた特定

技能所属機関が基準不適合となったことを知った場

合には、対象となる特定技能外国人が所属する特定

技能所属機関を管轄する地方出入国在留管理局に報

告することが求められます。   

当該報告については、書類を提出して報告を行う

か出入国在留管理庁電子届出システムを利用して報

告する必要があります。 

○ 登録支援機関は、支援の全部委託を受けた１号特

定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する際、

支援の実施困難な事由又は支援の委託を受けた特定

技能所属機関が基準不適合となったことを知った場

合には、対象となる特定技能外国人が所属する特定

技能所属機関を管轄する地方出入国在留管理局に報

告することが求められます。   

当該報告については、出入国在留管理庁電子届出

システムを利用して報告を行うか、書類を提出して

報告を行う必要があります。 



２９ 参考様式

第１－２

８号 

再入国出国期間に

関する申立書 

  



３０ 参 考 様 式

第 １ － ３

０ 号 

休業期間に関する

申立書 

（新設） 

 



 

３１ 参考様式

第１－３

１号 

通算在留期間を超

える在留に関する

申立書 

（新設） 

 

 


